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代表監査委員 …………… 佐藤 健治君                       

────────────────────────────── 

○副市長（清水 嘉彦君）  けさの大分合同新聞に出ました２つについて御説明申し上げます。 

 まず、定額給付金の給付時期につきまして、由布市は５月という回答をしているということで、

大分市、別府市、由布市が５月の給付という形で出ておりました。これに関して、新聞、マスコ

ミの取材に対して給付を開始する時期なのか給付が皆さんに行き渡る時期なのかという解釈の違

いがございました。 

 特に、ゆうちょ銀行のほうからの振込に関しましては、今度はゆうちょ銀行になったというこ

とで、振込先の特定に２週間ほど時間がかかるということで、仮に４月の中旬に発送いたしまし

ても、ゆうちょ銀行で振り込んでくれという確認にやはり２週間以上かかるということになりま

すと、そういった形で皆さんに行き渡るのが５月の初旬になる可能性があると。ただしその他の

現在使われている大分銀行とかみらい信金とかそういった口座になれば、こちらのほうから発送

いたしまして向こうから返答が来た時点でもうすぐ支払いが可能になるということで、開始時期

という観点に立てば４月中にこちらのほうも開始できるということでああいう報道になった次第

でございます。 

 現在、３日の日（発言する者あり）ああそうですか。まあ一応……。（発言する者あり）それ

ともう（発言する者あり）じゃもう一点、じゃ。（発言する者あり） 

○議長（三重野精二君）  続けてください。 

○副市長（清水 嘉彦君）  もう一点の次亜塩素酸流出による事件の件でございますが、この点に

ついては今回の議会のほうに補償額の確定で提案しております。これにつきましては、業者との

協議が成立次第、再発防止策、それから職員の処分等について実施していきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

────────────────────────────── 

午前10時02分開議 

○議長（三重野精二君）  皆さん、おはようございます。議員及び市長初め執行部各位には、本日

もよろしくお願いを申し上げます。 

 ただいまの出席議員数は２５人です。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開

きます。 

 執行部より、市長、副市長、教育長、各部長及び関係課長並びに代表監査委員の出席を求めて

います。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第４号により行います。 
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────────────・────・──────────── 

一般質問   

○議長（三重野精二君）  これより日程第１、一般質問を行います。 

 質問者の持ち時間は、質問・答弁を含め１人１時間以内となっております。質問者、答弁者と

も簡潔に、また節度ある発言をお願いいたします。 

 それでは、通告制となっておりますので、順次質問を許可します。 

 まず、８番、西郡均君の質問を許します。西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  皆さん、おはようございます。日本共産党の西郡均です。ただい

まから一般質問を行います。 

 冒頭に、今のやりとりでもあらわれているんですけれども、今回の議会がかつてこれまで行わ

れた市議会でも最悪の議会運営なんです。もう恥ずかしくてしようがない。何でこういうことに

なったかと。 

 実は、この一般質問の後に追加提案される生活給付金あるいは地域活性化生活対策臨時交付金、

重要な議案なんです。それを、事務費も含めて補正予算で先に先議してしまって、それから一般

質問を行うと。 

 本来、一般質問の中でこういうことについての妥当性や、あるいは、とりわけ地域活性化生活

対策臨時交付金事業というのを含めて、２億７,５００万円という多額の金をどういうふうに利

用するかという点で言えば、まさに議員が英知を結集して皆さんで知恵を出し合う、そういう性

格のものであります。それをきょう提案して、あした委員会で審議して、もう次には採決すると。

むちゃくちゃな議会運営なんです。どうしてこういうことになったんだろうかということで考え

てみました。いわゆる生活給付金ということに目がくらんで、事務費をこれは先に先議するとい

うことが一番発端だというふうに思います。 

 今が冷静に考えれば、普通どおりの議会運営をして追加議案を一般質問の冒頭でも構いません

よ。やって、そして一般質問の中で大いにそれを議論して、そして最終日に順序立てて採決して

いけばそれで済むことだったんですよ。それを、議会の議論の場を奪うような形で今回のような

議会運営になったことを非常に残念に思います。 

 とりわけ執行部のほうから、先に先議してくれなどということを申し入れるなんてもってのほ

かですよ。やや議長や議運のメンバーが、これを先にやったほうがいいぞみたいな形でやった面

もなきにしもあらずですけれども、そういうことを申し入れるなんていうのはとんでもない。厳

しく抗議いたしますし、またそれを受け入れた議長や議運のメンバーにも同様、抗議を申し上げ

ます。 

 さて、皆さんで知恵を出し合えばいかにいい案が浮ぶかというのがさっきの、これは議場以外
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では話せませんけれども、私は公共下水道を大分市に引き込むと、あのことなんですよ。そうい

う案があるなら、やっぱり出るんなら大いに議論ができるわけですから、あれを聞いたときに私

は喜びましたよ。ほんとみんなに宣伝したいぐらい。水道にしてもしかりです。いろんな問題を、

やっぱり議員多くが英知を集めて、そして最大の方法を探し出すということをやるべきだという

ふうに思いまして、幾つかこの中で議論していきたいと思います。 

 あいさつの中でちょっと気になったんですけれども、行政報告の中で気になったんですけれど

も、私、冒頭に一般質問で最初に取り上げたのが、行政が神事を行うなということを言ってきま

した。幸い、起工式は業者の名前で案内が来ました。しかし、行政報告の中で市長は、工事の安

全をお願いしたというふうに言われました。業者に無事故や無災害をお願いすることはあっても、

安全をお願いする相手は神様なんですよ。だれに一体お願いしたのか、その点を明確にしてほし

いというふうに思います。 

 ２つ目は、施政方針の中で述べたことで、先ほどの冒頭言ったことにかかわって、地域活性化

生活対策臨時交付金事業、これ非常に重要な交付金で、使い方もいろいろかなりフリーハンドな

んです。今年度にも来年度も適用できるという。まさに議員が知恵を出すべきところなんですけ

れども、これを先に先議させるというような形で議会運営を混乱させたことの責任ということな

んですけれども、何で議会に生活給付金も含めて先に先議を求めるのか、そこら辺を明らかにし

てほしいというふうに思います。 

 ２つ目は、ちらっと言ったんですけれども、最大の景気対策は通年予算編成にあるということ

で、ことしは市長選挙の年であるにもかかわらず、前半の７カ月も含めて通年予算としたという

ことなんですけれども、その意図について市長のお考えをお尋ねしたいと思います。 

 さて、３番目に、提案理由の説明そのものではないんですけれども、今回出されている提案の

議案の中で、非常に不可解で、既に反対討論で言いましたけれども、そのことについて議論する

んでなくて一般論として、例えば国民健康保険の補正予算の中で、充当財源が１円もないのにマ

イナス６６２万７,０００円などという金額を差し引くということが行われています。以前にも

支払い基金交付金のことでもありました。こういうことはあり得ないと。充当もしてない財源を

マイナスするなんてあり得るかという話を何度もしたんですけれども、突っぱねられました。今

回も同様でした。 

 そんな一般の市民が聞いたら、あるいは国民が知ったら、由布市議会は何をしているのかと思

うようなことを平気でやるんです。既に可決してしまっているんで、一般論としてこれはどうい

うことなのか、答えていただきたいというふうに思います。 

 さて、重要な今地デジ──地上デジタル放送ですか──ということが来年度予算で共聴施設整

備事業という補助金というので上がっております。由布市内の地デジへの移行状況というんです
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か、それを大まかに行政として把握されているのか。特に共聴施設に対して行政がそのようなこ

とをしなきゃならんということで今回対応するんだというふうに思いますけれども、それ以外、

一般的にはどうなっているのかという点で把握していることをお知らせいただきたいというふう

に思います。 

 ４番目に、議会答弁で気になることというふうに上げましたけれども、直接議会で執行部が答

弁したことではないにもかかわらず、委員長報告の中で、執行部から聞いたということで、間違

ったことを答えていますね。当事者もそれなりのことを言っております。 

 どういうことかというと、時松の公営簡易水道について、水道計画をつくる２８年までに市に

移管するみたいな話をしていましたけれども、もともと町営水道なんですよ。これは時松の諫山

さんという方が市長に公開質問状を出して、その回答書の中に、いかにも市営の簡易水道じゃな

いかのような答弁をしているんで、そんないいかげんなことを答えるなということで一般質問で

取り上げて、委員会でも執行部に問いただしていただきました。その結果が、全然なってないん

です。ほかの簡易水道を使って、──ほかのというのは簡易水道が認められているのは南田代と

朴木だけですけれども、そこは部落が設置しています。しかし、時松については、旧挾間町が設

置して、たまたま管理委託を時松簡易水道組合にさせているだけの話で、本来この委託行為その

ものは平成１８年の指定管理者制度に移行しなきゃならんという制度ができて以降は、本来あり

得ないんじゃないかというふうに私思っているんですけれども、そのことも含めて、どういう認

識なのか、今時点の把握を教えていただきたいと思います。 

 次に、例月出納検査の結果の報告で気になることであります。 

 たびたび言いますけれども、例月出納検査結果あるいは定期監査結果等については、監査委員

が報告したら議場でそれについての質疑を議員にさせるというのが、私は旧挾間町の議会でやっ

ていました。きょう見えられている議員の先輩たちがやってきたことです。何かそれ以前からや

っていたみたいなんですけれども、ぜひそういうふうにしてもらいたいというふうに考えていま

す。そうじゃないと監査について議員に共通認識がなかなか生まれません。 

 今回、監査委員を褒めたいんですけれども、例月出納検査の資料をつけている款別収支月計表

ですね。あれをずっと挾間町時代からいただいていますけれども、初めて、由布市になって

１２月まで、一般会計、特別会計とも赤字がありませんでした。去年、監査委員が、各特別会計

とも資金計画を明らかにして、やっぱり収入に見合った支出をきちっと把握しなさいということ

を指摘されました。今までこういうことはなかったんです。大概１会計あるいはそれ以上赤字が

絶えずあるというのが毎回でした。挾間町のときもこの由布市のときも。ことしになって初めて、

前１１月まで全部きれいになっているんです、収支が。 

 赤字になって、監査委員に、どこから流用したんかということを指摘したら、流用した先は、
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通帳が１本になっているんでそういうことはわかりませんって平気で答えているんです。どこの

世界に現金を他会計から流用しとって、流用したところのがわかりませんなんて答えて平然とし

ておられる監査委員がおるかと思うてびっくりしてたんですけれども、今度新しい監査委員は、

流用先をはっきり書いているんです。これびっくりしました。国保がたまたま１２月に赤字だっ

たんですけれども、一般会計から流用しましたと。これも由布市になって初めてなんです。 

 その２つの点は褒めたいんですけれども、今までの監査委員が、口座が１つだったからそうい

うことはできませんって言っておったのが、一体どうなっとるんだろうかというのは、そういう

ことがちょっと気になるんです。わざわざ口座を全部わけたのか、それとも何かほかに方法があ

ったのか。そのことを、ちょっと気になったのでお尋ねいたします。 

 監査委員の指摘事項がかなりあります。事情聴取したというのが多いんでちょっとがっくりな

んですけれども、指摘した中で目立つのが収納率の向上をさせるように求めたということなんで

す。 

 私、１２月議会で明らかにしましたけれども、貧しいものから徹底的に今取り上げるという収

納課がやっています。金がないにもかかわらず、銀行から借金させてまで払わせると。そして、

商売上必要な家屋にまで差し押さえをかけて、新たな営業資金を借りれなくするような、そうい

うことまで平然とやっているということを言いました。だから、生活困窮者にはやっぱりもっと

丁寧な指導をしてほしいということをお願いしました。 

 ところが、監査委員の指摘事項は、その面が欠落しているんです。今度でも水道事業会計で、

給水停止を行ったように書いています。よもやその中には生活困窮者は含まれていないと思いま

すけれども、前に、この議会で聞いたら、減免制度を適用しているのがほとんどなかったんです。

住宅で何件ですか、あったですけれども、ほかは生活困窮だからといって農集も水道もあらゆる

保険税も、減免制度を適用している例がほとんどない。にもかかわらず、徴収は、わかりやすく

いうと、国保で５０万円の所得があったら、月平均４万何ぼですけれども、国保税が７万円かか

っているという例を１２月議会で出しました。家族３人で年間５０万円、一体どういう生活をす

るんだというふうに思うんだけど、それでも国保は毎月７,０００円払わなきゃならない。そう

いう実態があるんです。だから、生活困窮者に対する減免をきちっとしてすれば、調定額も減る

わけですから収納率も上がるという仕組みなんですけれども、監査委員はその点ほとんど抜けて

いるんですけれども、そこまで考えた指摘はできないのかどうか、お尋ねしたいというふうに思

います。 

 最後に、来年度の監査計画についてお尋ねいたします。 

 前任者は、私はこれを言うと監査計画なんかは議員に見せなくていいんだから、私がつくって

いるんでということでほとんど私に見せてくれないし、議員にも公表しなかったんです。たまた
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ま合併直前に監査事務局長がかわって、計画書をつくってないということが明らかになりました。

監査予定という月決めの予定表は立てている。しかし、計画書そのものはなかったということが

明らかになって、合併直前の挾間町から今日に至るまで監査計画書が出ています。議員にも配付

されております、希望があれば。 

 それで、来年度の監査計画についてはいつごろつくる予定なのか。それをきちっと議員の求め

に応じてもらうことができるのかどうか。特に、その中に私が明記してくれるようにこれまでお

願いしていた行政監査について、必要な都度監査すればいいんだからということで、計画に上が

ってないやつを、やるのはやっていました。行政監査ということで。緊急監査的にやっているん

です。計画的ではないということです。それで、監査委員には計画的な行政監査をこれまでずっ

と求めてきていました。行政監査についてそういう計画をする気があるのかどうか、そこら辺に

ついてお尋ねしたいと思います。 

 再質問は自席で行います。 

○議長（三重野精二君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  皆さん、おはようございます。それでは、８番、西郡均議員の御質問に

お答えをいたします。 

 先ほどから御質問がございましたけれども、通告にないのもたくさんありまして、時松地区の

水道について通告がございましたので、その通告のありましたことのみについてまずお答えをい

たします。 

 本施設は、時松地区の水道施設は、旧挾間町が事業主体として昭和５５年度から５６年度まで

の２カ年で国の補助事業の農村総合整備モデル事業で整備をいたしまして、施設の運営管理は地

元との協議によりまして昭和５９年に時松水道組合と飲用水供給施設管理委託契約を締結いたし

まして、これまで組合が管理運営を行ってきております。 

 また、由布市簡易水道として条例に掲載されていない件につきましては、昭和５５年度に事業

実施に当たり、事業認可を受けるため、旧挾間町議会で簡易水道としての議決をいただきました

が、挾間町例規集への掲載がなされていないために、平成１７年度の合併協議において協議事項

とならずに、由布市が設置・経営する市営簡易水道事業設置条例にはその掲載がないわけでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  代表監査委員。 

○代表監査委員（佐藤 健治君）  ８番議員の御質問にお答えをいたします。 

 例月出納検査結果について気になることで、通告には詳しいことがされておりませんでした。

がしかし、今お聞きしますと、収納率の向上、そのためにいわば差し押さえ、そういうことまで
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やっておるじゃないか。また、給水停止についてもそのことといいますか、減免措置ができるの

にそれも構わずやっているじゃないかという御質問のことでございますが、一応監査といたしま

しては、常に市民の公平性、そういうものを勘案しながら実施をしておるところでございまして、

条例の中にも減免、そういう項がございます。それにつきましては、担当の部署でもって催告状、

そういうことを出して、納めてくださいとお願いしております。そのために相談に来てないのが

実情でございますので、その手続がなされてないのかなと思っております。そういうことは重々

お話もしてきているところでございます。 

 また、監査計画のことについてお尋ねがございました。これにつきましても、近々それを作成

し、委員２名でもって検討を加えて実施する予定でございますし、前回も御質問いただきました

行政監査のことにつきましても、当然にして現在の非常に厳しい行政事務の中でどのような手続

がされているか、そういうことにつきましても全部行うことはできませんが、ポイントを絞って

そういう計画に入れていく予定でございます。 

 以上で終わります。 

○議長（三重野精二君）  総務部長。 

○総務部長（大久保眞一君）  ８番議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、私のほうから、地域活性化の関連の補正予算でありますが、繰り越して新年度対応とす

ると。これについて、議会運営を混乱をさせたという御質問についてお答えをしたいと思います。 

 議員御指摘のとおり、同一議会内に２つ以上の補正予算を提出をするということは、これは可

能であります。ただし、その場合に、議案番号順に採決をするというのが条件であろうかという

ふうに思っております。ただ、今回の場合につきましては、国の定額給付金の関連予算が流動的

であったということでございまして、給付金の支給事務を早期に、スムーズに支給をしていくた

めには、やはり事務費等、早目に可決をしていただき、事務に支障のないようにしていきたいと

いうことで先に審議をしていただいたという経緯がございました。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  財政課長。 

○財政課長（長谷川澄男君）  それでは、２つ目の中の、対抗馬がいないと考え、最大の景気対策

は通年予算編成にあるなどいうのかという御質問でございますが、２１年度の当初予算に当たり

ましては、ちょうど選挙の年ということで、その時期が４月とか６月とかそういう時期であれば

骨格ないしそういうような予算の組み方をしたんでしょうが、由布市の場合は１０月の終わりで

すか、２９日ぐらいということになっております。それからいきますと、どうしても臨時議会を

開いて肉づけをするというような形になりますともう１１月になります。そうなりますと、経常

的なことだけしか予算執行ができないということになりますので、財政当局としましては通年予
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算で組まさせていただいたということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  総合政策課長。 

○総合政策課長（島津 義信君）  地デジの移行状況についてということで今御質問がございまし

たので、わかる範囲でお答えをしたいと思います。 

 ３地域とも現在既にデジタル放送が開始をされております。総務省に届け出をしている難視共

聴組合につきましては１２組合ございますが、それぞれ今受信調査を行っているところでござい

ます。総務省の九州総合通信局も先般、庄内庁舎におきまして各組合に説明会を開催をしてきた

ところでございます。地デジ移行につきましては、国策であり、それに伴う整備は本来国におい

て措置をしてほしいと思いますが、残念ながら国の補助は事業費の２分の１、加えましてＮＨＫ

が１０万円を限度として補助を行うということになっておりますので、残る事業費につきまして

は市が一定の補助を予定しており、当初予算に計上させていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  保険課長。 

○保険課長（佐藤 和利君）  ８番、西郡議員さんの質問にお答えいたします。 

 今回の国保特別会計の補正予算は、従来の方法で処理をいたしましたが、今後は財政課と協議

をし対応したいと考えております。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  総務課長。 

○総務課長（工藤 浩二君）  それでは、由布市学校給食センターの新築工事起工式で工事期間中

の安全をお願いしたとのことですが、だれにお願いしたのかということでございますが、起工式

につきましては施行業者の主催で行いますので、出席をいたしまして、施行業者に期間中の工事

の安全をお願いしたということでございます。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  ８番、西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  保険課長は財政課と協議するということですけれども、財政課長

の見解をいま一度伺いたいと思います。 

 保険課の職員は、自分たちはよくわからんと。財政課から聞いてれくれということだったんで

すけれども、わかるように教えていただきたいんですが。 

○議長（三重野精二君）  財政課長。 

○財政課長（長谷川澄男君）  国保のこの会計につきましては、歳出と歳入がございまして、通常

は歳出に伴う特定財源につきましては、歳入とほぼ同額ということで当初予算を組んでおります。
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そこには、国庫、県費、それからその他財源ということで一般財源は入ってないということで、

これはもう西郡議員おっしゃられるとおりです。 

 今回、歳入のほうの分が減りまして、それにあわせて特定財源の部分の財源変更を行ったとこ

ろ、歳入が予想以上に減ったということで、一般財源がゼロにもかかわらず、そこまでマイナス

といいますか、そういうような影響になったということでございますが、私どもとすれば全くそ

のとおり、一般財源に財源が最初から入ってないのにマイナスというのはおかしいじゃないかと

いうのは確かにそのとおりだと認識しております。さっき保険課長が答えましたけれども、今後

はそういうことにならないように、一般財源がゼロのままで歳入歳出でちゃんと帳尻を合わせる

ような補正予算の計上をしたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議員（８番 西郡  均君）  それなら納得がいきます。ただ、前回、支払い基金のときにそれ

をきちっとこっちも主張すればよかったんですけれども、丸め込まれてしまってそのままうやむ

やにしてしまったという反省も込めて、次回からはそういうふうにきちっとさせていただきたい

というふうに思います。 

 それはよかったんですけれども、冒頭が悪いですね。通告にないから答えんなんてちょっと横

着ですよ。通告した後、いろいろ考えてつけ加えることもあるし、市長にお尋ねしたいこともあ

るけれども、今回の一番眼目は、やっぱり議会を混乱させた責任は一体どこにあるのかという点

です。しかし、今の総務部長の答弁を聞いていますと、議会が先に先議したことが悪いようにち

ょっと私受け取れるんです。要するに順番だけ守れば最終日に議決しても何も問題がなかったよ

うに私には聞き取れたし、現にきょうの新聞を見てびっくりしますよ、これ。何のために先に議

決させたんですか、事務費を。５月ちゅうたら大分市、別府市と同じじゃないですか。市民が見

たら一体どげん思うんですか。議会は。それできょうもまた提案されるであろうこの関連予算、

これもまた先議するわけでしょう。みっともないったらありゃしないですよ、これ。執行部はそ

こまでするつもりはなかったかもしれんけれども、受ける議会のほうが気をきかせてどっとんど

っとん先に先議しちゃろうというふうになったのかもしれません。 

 恥ずかしくて、私はもう情けない。これが議会が終わったらすぐ支給するとかいうんなら私も

わかります。議運のメンバーも頑張ったなというふうに思います。しかし、議長から議運からそ

ろってこんなぶざまなことをして、私は情けない。その一端が市長にあるんじゃないですかとい

うことを尋ねているんです。お答えくださいよ。 

○議長（三重野精二君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  そういう指摘もございますけれども、先ほど総務部長が答えたとおりで

あります。 
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○議長（三重野精二君）  西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  私にとってはもうあきれて物が言えないという状況なんですよ。

財政課長も、先議をお願いしたけれども、順番どおりをお願いしたぐらいの話じゃろうと思うん

です、今の総務部長の答えからいうと。もし総務部長にこういうふうな意図があったんなら、改

めて総務部長のほうから答えてくださいよ。議会に事務費は冒頭可決してくれと、そして関連予

算も一般質問の途中でいいから可決してくださいというような意図があったのかどうか、そこら

辺まで明らかにしてください。 

○議長（三重野精二君）  総務部長。 

○総務部長（大久保眞一君）  先ほども申し上げましたように、支給事務をスムーズに行うために、

先にお願いをしたいということをお願いしました。 

○議長（三重野精二君）  西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  これだけで回数がもう３回になるんで、もうやめますけれども、

恥ずかしくて私はもう情けない。支給事務を速やかにやってすぐに支給するならその言でいいで

す。しかし、４月、５月になるんなら、何で３月の上旬にそのことを可決しなきゃならんですか。

全く道理もなにもないじゃないですか。そこまで意図がなかったというんだろうと思います、多

分。議会のほうがしんしゃくして勝手に先に先議したんだろうと思うんですよ。このところにつ

いて議運で後で協議して、きちんと全員が納得いくように話し合ってくださいよ。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（三重野精二君）  以上で、西郡均君の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（三重野精二君）  暫時休憩をいたします。再開は１０時４５分とします。 

午前10時35分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時45分再開 

○議長（三重野精二君）  再開します。 

 次に、２２番、生野征平君の質問を許します。生野征平君。 

○議員（２２番 生野 征平君）  ただいま議長の許可を得ましたので、通告に基づき質問をいた

します。 

 御案内のように、１００年に１度の経済不況と言われている今、政府は２兆円もの金を国民に

配り、景気を浮揚させようとしています。生活支援から消費支援へと変わった定額給付金で世の

中がよくなるのか、甚だ意味不明であります。さらに、高速道路を意味もなく土曜・日曜日に

１,０００円で排気ガスをまき散らしながら乗り回し、インターチェンジの渋滞など空費や浪費
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で経済が好転するとは思えません。こういう不況のときこそ無駄をなくし、質素倹約が必要かと

思われます。 

 しかし、ただでくれるものはいただこうかなと思っております。１万２,０００円プラス

８,０００円、麻生総理と同じであります。麻生総理は、使い道は家内と相談して盛大に消費す

ると総理は言っております。また、政府・自民党は、党議により議員全員が受け取ると言ってお

ります。一方、民主党を中心とした野党議員は、全員辞退すると言っております。どちらがさも

しいのか、いかがでしょうか。 

 さて、市長は１万２,０００円と思いますが、市長は受け取りますか、いかがですか。いかが

ですか、市長、（発言する者あり）今ちょっと答えてください。次にいかんもんで。（「盛大に

使いますよ」と呼ぶ者あり）盛大に使いますか。わかりました。それでは、１万２,０００円が

落ち着きましたんで、私の質問に入りたいと思います。 

 最初に、合併地域の活力創造対策について、２点目に、新市合併後の本庁舎移行計画について、

最後に、平成２１年度予算についての３点についてお伺いをいたします。 

 まず１点目、合併地域の活力創造対策についてお伺いをいたします。 

 過疎中間山地の合併は、都市部と異なり大きなリスクを伴ったのではないかと思われます。私

は、かねてより湯布院地域のような町は意欲的な自治体として新たな役割、権限を付与し、ある

程度の財源を保障したならば生き残れるのではないかという思いがありました。しかしながら、

由布市として発足し４年目を迎えた今は、合併の評価はしても後退の議論をするつもりはありま

せん。特に合併３町の中では、湯布院、挾間地区は全国的にも発展の可能性を秘めていると言わ

れております。現に湯布院地区においては自助自立の精神で地域を挙げてまちおこしに取り組ん

でおります。実績を上げております。 

 ところで庄内地域ですが、これまで神楽や特産品に付加価値を加えるなど、他の地域に決して

劣らない高品質な産品の生産に取り組んでおり、実を結んでいるとは思いますが、一方では栽培

農家の高齢化が急速に進み、産品の安定供給を維持することや農業所得の向上を望めない状況が

うかがえます。 

 さて、市長は平成１１年２月、県教育庁を退職され、旧庄内町長選挙に立候補し、激戦の末、

見事に当選されました。そのときの公約の１つに、庄内町の人口増対策を掲げ、人口をふやすと

公約されました。私はこのことが大きなインパクトとなり、多くの町民の支持を得たと認識いた

しております。 

 当時、庄内町の人口は１万１００人でありましたが、過疎化の進行に歯どめがかからず、現在

は約１,０００人減の９,１００人となっております。御案内のように、平成１７年１０月、合併

により新市の初代市長に就任され、施政方針に３つの理念と７つの具体的政策を示されました。 
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 特に、３つの理念であります融和・協働・発展は市民が安全・安心で均衡のとれたまちづくり

の構築を目指すとの所信表明と受けとめておりますが、現在の由布市３地区の平成２０年度の出

生数を見ますと、挾間地区は１７４名子どもが生まれております。湯布院地区が９０名、庄内地

区が１８年度で３６名、１９年度で３７名、２０年度で４７名となっております。庄内地区の出

生数が極めて厳しい時代となっております。 

 さらに、３地区の高齢化率は、挾間地区が２２.７％、湯布院地区が２７.６％、庄内地区は

３４.８％となっており、大分県の高齢化率２４％を大きく上回っております。庄内地区は子ど

もが減少し高齢者がふえるという、まさに少子高齢化地区のモデルを印象づける実態となってお

ります。したがって、このまま推移しますと、１０年後の限界集落は今の４地区からさらに大幅

に増加するのではないかと懸念されます。 

 そこで、次の点について市長に伺いますので、明快な答弁をお聞かせください。 

 １番目、合併後、市の財政はいまだ好転の兆しが見えず、市町村合併は小手先の政策ではなか

ったか疑念を抱かざるを得ません。というのは、周辺部で暮す人々の不安や不便は一向に解消さ

れていないと推量されることから、３地域にいわゆる３つの理念の整合性を市長は任期最終の予

算にこの３つの理念をどのように反映したのか、所見を伺います。 

 ２番目に、庄内地域は合併３町の中では住民の高齢化並びに人口減少により集落崩壊が懸念さ

れていることから、庄内地域の活力創造のための対策が喫緊の課題であります。その対応が迫ら

れていることについて市長の考えはいかがですか。 

 なお、旧庄内町長就任時の人口増の公約が古証文とならないためにも、今後どのような方策を

考えているのか、あわせてお伺いいたします。 

 次に、２点目、新市合併後の本庁舎移行経過について伺います。 

 先ほどの質問と若干重なる部分がありますが、平成１８年第４回定例会で私の一般質問に対し、

市長は、分庁舎方式は庁舎間の移動に要する時間のロスや経常経費等の無駄が多く、極めて非効

率であるとの認識を示されました。このことについて、くどいようですが、再度お尋ねをいたし

ます。 

 県下の多くの市町村の合併は、先に合併ありきで急を迫られ、合意形成を十分見ないまま合併

にこぎつけた感がしないでもありません。そのようなことから、由布市の場合のように全国でも

余り例のない分庁舎方式が実現したものと私なりに認識しております。 

 そこで、少し前の資料になりますが、共同通信社が３,２９３の首長に、市町村合併の必要性

についてアンケートした回答上位３つについて申し上げますと、まず１番目に、行財政基盤の強

化５９.５％、２番目に、行政サービスの効率化３３.１％、３番目に新しいまちづくりをする

１７.８％の結果が出ていました。 
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 市長も、町長時代にこのアンケートに回答されたと思いますが、果たして当初の目的が果たさ

れているのか、これらのことを踏まえ、４年目を迎えたこの時期、行政の体制整備も含めて、徹

底した検証が欠かせないと考えております。 

 そこで、次のことについて市長に伺います。 

 市長の任期も余すところ半年余りとなりました。これまで本庁舎移行等の問題については十分

な検討がされてきたものと思いますが、さきの議会で私の質問に対する答弁で、行政機能が集約

できる本庁舎方式への移行について、市長の任期中に果たしたいとの強い決意がありましたが、

そのことに変わりないかお伺いをいたします。 

 次に、３点目として、平成２１年度予算、補正を含めての中で、県のように「選択と集中」と

いったような思い切った施策があるのか、伺います。 

 さきに開会された大分県議会において、広瀬大分県知事は、国からの地域活性化生活対策臨時

交付金をうまく活用しての景気対策のための雇用の増大や子育て対策、経済の浮揚対策に絞って

の「選択と集中」といった言葉で、めり張りのある予算を県民のために計上しているとも聞いて

おります。 

 由布市の２１年度予算編成は、施政方針の中にもありますように、基本的に給食センター新築

事業や由布川幼稚園改築事業を中心とした予算編成を行っているが、めり張りのある「選択と集

中」といったような思い切った施策があったのかお伺いをいたします。 

 以上、質問をいたしましたように、庄内地域の活力再生、そして本庁問題、「選択と集中」と

いった思い切った施策の展開を期待しつつ、市長の明快な答弁をお願いいたします。 

 再質問についてはこの席からいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（三重野精二君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  それでは、生野征平議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、庄内地域の振興対策でございますが、議員御指摘のとおり、庄内地域は第１次産業であ

る農林業の低迷に伴いまして、過疎化、少子高齢化が進みまして、集落組織の維持、農地や山林

の管理、また小学校の統廃合存続問題等、数多くの課題を抱えているところであります。 

 しかしながら、こうした課題は、庄内地域のみならず全国の農山村地域に共通した問題であり

まして、いずれに地域におきましても起死回生の解決策を見出せずに対応に苦慮しているところ

のようであります。そうした中、御質問につきましては、庄内地域に限られた過疎地域自立促進

計画を柱として、産業の振興、まちづくりに努めているところであります。 

 特に、農業が主体の地域として、今後も中山間地域直接支払い制度を活用した農業を推進する

とともに、集落営農組織の法人化、認定農業者に対する農地利用集積による経営の安定化、農業

基盤の強化を推進し、集落の活性化、活力の再生を図ってまいりたいと考えております。 
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 議員おっしゃられるように、人口増加につきましては残念ながら思うように進んでいないのが

現状でございます。 

 財政基盤につきましては質問にございましたけれども、合併当初、由布市全部の財政調整基金

が５,０００万円しかなかったと、残らなかったという状況の中で、緊急な改革を取り組んだわ

けでありまして、現在、財調につきましてはややといいますか、大きく回復をして、財政基盤と

しては、私としては相当安定をしてきたというふうに認識をしております。 

 次に、本庁舎方式につきましては、昨年９月に私的諮問機関となる外部の有識者５人によりま

す庁舎方式検討委員会を立ち上げました。これまで３回開催されておりまして、年度内をめどに

報告をいただくようにしております。また、３町の地域審議会にも昨年１０月に由布市本庁舎の

位置並びに本庁舎方式における支所機能について諮問を行っておりまして、これまで各地域審議

会において審議を行っていただいておりまして、３月末までに答申をいただくこととなっており

ます。 

 さらに、昨年１２月に、市内の２０歳以上の市民５,０００人を対象にいたしまして、由布市

本庁舎方式検討に関する市民アンケートを実施いたしました。２,０５４人から回答がありまし

て、現在、県立芸術短期大学の教授に委託して解析を進めており、４月下旬から５月上旬にかけ

ましてアンケート結果の公表を図ってまいりたいと考えております。 

 私といたしましては、最終的には各地域審議会の答申及び庁舎方式検討委員会並びにアンケー

ト結果、そしてまた多くの市民の皆さん方のいろんな声を聞く中で、市長として任期中に総合的

に判断をしてまいりたいと考えております。 

 次に、当初予算編成に関する御質問にお答えをいたします。 

 県の当初予算案では、中期行財政運営ビジョンに盛り込まれています「子育て支援の充実」や

「県教育の再生」といった重点課題に「選択と集中」で予算を投入していく方針が示されており

ますけれども、由布市におきましても、初日の施政方針で申し上げましたように、当初予算の編

成に当たっては、由布市総合計画の基本理念であります「融和」「協働」「発展」並びに由布市

行財政改革大綱の基本理念である「将来にわたり行財政サービスを安定的に供給し、市民ニーズ

にこたえ得る市政を目指す」を基本に、すべての事務事業を再点検するなど、必要性・効率性・

有効性・優先度等を十分に考慮して、徹底した歳出削減に努め、総合計画実施計画や行財政改革

実施計画を反映した予算編成であることを方針として示したところでございます。 

 このことから、教育関係では小学校３校の耐震診断や２年保育のための由布川幼稚園の改築工

事、中高一環教育の英語・数学指導主事並びに教員の配置、さらには、最終年であります給食セ

ンターの建設工事、福祉部門では福祉センター建設に伴う概算設計費や子育て支援意向調査事務

費等、さらには不妊治療費など、県と同様に重点課題については「選択と集中」の予算編成を行
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ったところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  生野征平君。 

○議員（２２番 生野 征平君）  それでは、再質問をいたします。 

 １番目の、合併地域の活力創造について。私の質問と何か少しずれがあったような気がするん

ですが、私が申し上げたのは、由布市の中でも庄内地域の出生数が非常に、３年平均で４０人と、

極めて厳しい事態になっておりますし、さらに高齢化率は３４％、県平均が２４ですから、相当

に上回っております。３町の中でも特段、少子高齢化が進んでおります。 

 したがって、今庄内町の中の限界集落は４つありますが、これも人口人数の四捨五入の関係で

は、１人上がったり１人下がったりすると、まだこれ限界集落はふえると思います。そういった

ことで、特に庄内地域の地域の活力創造のためには何かの対策が喫緊の課題であると、私は今そ

う申し上げました。 

 ですから、過疎計画とかいろんな計画はあります。しかし、現実に３町の中では非常に庄内町

は落ち込んでおります。湯布院は観光、庄内は農業の町、挾間は商業、産業──工業ですかとい

ったふうにあるんですが、特に庄内については非常に疲弊しておりますので、せっかく市長が、

３つの理念があります。この融和・協働・発展の、ここの整合性をどのように庄内地域に取り入

れているのか。庄内地域もバランスよくやっていくのか。このままほっちょったらますます子ど

もは減ってしまいます。年寄りはふえます。限界集落もふえます。ですから、そこら辺を、私は

庄内出身ですから余り声を大きくして言いたくはないんですけど、現状はそうなんです。ですか

ら、そこのところを市長にお尋ねしたかった。もう一回お願いします。 

○議長（三重野精二君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  御質問の中身はよくわかっております。私も議員と同じようにその思い

は一緒であります。そのことについてはほんとに融和とか協働とかいういろんなことを踏まえま

しても、３地域はほんとに元気よく発展することは私のねらいであります。地域に差別をするつ

もりは全くありません。 

 融和とか協働とかいう部分につきましては、そういう過疎的なものではなくて、人々の気持ち、

地域住民の気持ちという部分については３地域の人たちのかなり融和が図られてきていると、私

はいろんな取り組みの中からそういう思いをしております。 

 ただ、庄内地域の過疎的なそういう部分については、ほんとに今中山間の直接支払い制度に取

り組んで、そしてまたこれも法人化にするようにして、より充実発展させるように取り組んでい

るところでありまして、この中山間に取り組んでくれているおかげで庄内地域の農地の荒廃等々

も十分防げているという私は認識しておりまして、これを充実させていくことが農地の荒廃を防
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ぐことであるというふうに思っています。 

 ただ、過疎・高齢化現象についての歯どめがかからないというのは、これはもうどうしようも

ない部分がございます。これ年をとるなというわけにはいかないし、私の地域においても大変な

高齢化が進んで、あと１０年たったときにどのくらいの農家の皆さんが農業できているだろうか

と、この辺はもう大変私自身も頭を痛めているところでありますけれども、これは庄内地域に限

らず、挾間においても湯布院においても、農業をしている地域においては全く同じでありまして、

これをどのように活力をつけていくかというと、これは法人化し、そしてまたお互いが支援をし

ていくような形をつくっていかねばならない。 

 今、湯布院の奥江地区では、奥江地区の高齢化であるから下の下津々良のほうがかっせ隊で私

たちが協力していこうと、そういうような体制を整えておりますし、それはモデルでありますけ

れども、これから融和を図っていくとすれば、それぞれの地域、お互いが助け合っていくような、

そういう施策を進めていかねばならない。 

 人口増については、今ほんとに世界経済も日本経済もすべて落ち込んでおりますし、庄内地域

において新たな大企業が来てくれるとか人口がふえるという施策はないといっても過言ではござ

いません。でありますから、できるだけ子どもが育てやすいような地域づくりをし、そして庄内

に住んで豊かな自然のもとで住みたいという人たちをやっぱり求めていかねばならないんではな

いかなと思っています。 

 農業については、一由布市だけではなくて、全国的な農業の疲弊の問題については考えていき

たいと思いますし、国の施策についても我々はその施策のよい施策を待っているところでありま

す。 

○議長（三重野精二君）  生野征平君。 

○議員（２２番 生野 征平君）  ありがとうございました。今、北陸の福井県ですね、福井県が

出生率全国日本一なんです。福井県が。あの日本海に面したところが。ですから、やればできる

と。やらなきゃ何もできない、そういう思いをしております。 

 それから、この庄内地域は由布市の全域の半分に近い面積を有しています。由布市の中心でも

あります。由布市の総合計画を見ますと、中で作成されたのを見ますと、庄内地域の現状と施策

の展開というのがありますが、その庄内地域の住民に対して、夢、望み、思いの実現に努め、快

適に暮す、こういう町をつくるというふうに総合計画ではなっておりますが、どう見ても今日の

庄内地域には夢、望み、思いのようなイメージがわきません。果たしてこのような展望が望める

のか、市長、就任して４年目になりますが、この思いを、就任から今日までの思いを再度お尋ね

したいと思います。 

 総合計画の中にもはっきりと、夢、望み、思い、これを庄内町民のためのまちづくりを推進す
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る。ですから、こういう、このことを今までに取り組んできたのかこなかったのか、あれはもう

総合計画の中に入れたんだと、そういうことですか、どっちですか。ちょっとお答えを。課長で

もいいですよ。 

○議長（三重野精二君）  総合政策課長。 

○総合政策課長（島津 義信君）  総合政策課長でございます。ただいま議員から御指摘がありま

したように、総合計画の庄内地域別計画の中には、夢、望み、思いというような、そういう言葉

で集約をされております。 

 庄内地域の具体的な施策につきましては、平成１７年度に過疎地域自立促進計画が２１年度ま

でとして計画を策定をされておりますので、これを見ますと、総事業費としては１２億９,６９４万

円ということが計画として上がっております。総合政策課といたしましては、まずはこの自立促

進計画の着実な実行が第１ではないかというふうに考えております。 

 御承知のとおり、現行の過疎対策法は、２１年度末をもって失効いたします。これを新たな法

制度につきましては現在、鋭意、強く国に要請しているところでございます。特に、今、由布市

では一部過疎という形になっておりますので、この地域指定の問題がどうなるかということは大

変注目をされていることでございますので、現行、保障されている地域が今後も制度の中に組み

込まれるように、特に強く働きかけをしていっているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  生野征平君。 

○議員（２２番 生野 征平君）  何かわかったようなわからんような話ですけど、わかりました。 

 それじゃ、次に２点目の本庁舎問題についてお伺いを、再質問をさせていただきます。 

 先ほど市長は、各委員会の検討結果を参考にし、慎重に検討をして方針を示すと──３月中に

出るんでしょうけれども、そういうふうにお答えをいただきました。 

 平成１８年の１２月議会で庁舎問題について私は、最重要課題と考えて市長に伺っております。

私は、最大の行革は庁舎問題を整理することにあると申し上げました。行財政改革推進会議から

も、早急に一本化すべしとの答申が出ております。このような要旨で、市長の任期中に本庁舎に

されるのか伺っております。 

 ここに議事録を持ってまいりましたが、この議事録は由布市のホームページ市議会編から出し

ております。私の質問は、「市長の任期はあと２年と１０カ月です。この任期中に本庁舎にされ

ると解釈していいわけですか。それよりも早くなるということですか、どちらですか」とこう私

は質問をいたしました。議長は後藤憲次さんでした。市長はこう答弁している。「私の責任にお

いて、やっぱり任期中に解決はしたいと考えておりますから、そのつもりでおります。私の責任

において」と。 
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 そこで、この責任というのはどういう重みがあるのかと思って広辞苑を調べてみました。この

責任というのは、「人が引き受けてなすべき任務」、または「政治、道徳、法律などの観点から、

非難されるべき責めとかとは、法律上の責任は主として社会的な刑事責任と、主として個人的な

民事責任とに大別される。それぞれ一定の制裁を伴う」中にはまだ責任内閣というような言葉も

あります。非常に責任というのには重みがあるような気がいたしますが、再度これも市長にお尋

ねをいたします。今の「私の責任において任期中に解決する」ということ。 

○議長（三重野精二君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  先ほど答えたとおりでありまして、任期中に結論を出したいと。 

○議長（三重野精二君）  生野征平君。 

○議員（２２番 生野 征平君）  多分そのようなお答えと思っておりました。 

 任期中にということでございますけれども、今、外部の有識者の検討委員会、それから地域審

議会とか自治委員会等にも庁舎問題について諮問をし、検討結果を待っているんじゃないかと思

いますが、市長の任期はことしの１０月までですが、今後どのようにコンセンサスをとるのか、

また議会にはこの問題について何も示されていない。相談も私受けたような記憶がないんですが、

どのような見解か伺います。 

 さきの議会報告会においても、本庁舎問題に意見が出ました。議会報告会においても出ました。

しかし、我々は答えるすべがない。何も出てないから。議員の皆さんそうだったと思いますよ。

そのことについては答えておりません。任期中にほんとに結論が出て、市民のコンセンサスもと

れるのか、議会の対応もできるのか、再度お尋ねをしたいと思います。 

○議長（三重野精二君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  その間に必ずやり上げていきたいと思っています。議会の皆さん方に御

相談も申し上げたいと思いますし、一応ある程度目鼻がついて、こういう状況になっているとい

うことで御相談を申し上げたいと思っております。 

○議長（三重野精二君）  ２２番、生野征平君。 

○議員（２２番 生野 征平君）  いろいろ意見があるようですが、それでは、３番目の２１年度

の予算並びに補正予算を含めて再度お伺いをしたいと思います。 

 市長は、今回、国から交付される地域活性化対策交付金について、これは国の２次補正予算で

成立しました予算について、この交付金についてどのような趣旨で予算化されたのか。これはも

う事務的な予算づけなのか。きのう議案が出ておりましたけれども、事務的に割り振ったのか。

また、めり張りのある総花的な予算づけなのか。思い切った施策を集中的に具現化したのか。 

 あの交付金の概要によると、過疎等の条件不利地域等に配慮し、地域活性化を積極的に取り組

むことになっているというような、交付金の中にもそういう項目がありました。この交付金をど
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のように反映したのかお伺いをいたします。 

○議長（三重野精二君）  財政課長。 

○財政課長（長谷川澄男君）  生野議員の先ほどの質問につきましてお答えをさせていただきます。 

 まず、地域活性化生活対策臨時交付金につきましては、国の第２次補正予算の中でこのような

ことが流れてまいりました。この事業につきましては、当初予算を査定する段階で、せっかくこ

の臨時交付金がいただけますので、これに沿った事業についてはまず優先度、それから住民の

ニーズ等もいろいろ考慮して、臨時交付金の事業にはこのような事業がいいだろうということで、

また後ほど詳細説明で申し上げますが、事業内容についてはこのような形で予算措置をさせてい

ただいたというのが実情でございます。 

○議長（三重野精二君）  生野征平君。 

○議員（２２番 生野 征平君）  どっちかというたら事務的な予算づけになるんですか。事務的

な予算づけですか、これはもう。特に過疎計画とか総合計画とか実施計画とか、そういうのを整

合しながらやったと、そういうことにもなるんですか。そのとおりですか。 

○議長（三重野精二君）  財政課長。 

○財政課長（長谷川澄男君）  先ほど市長の答弁にもございましたけど、この予算につきましては

総合計画、それから行財政改革の実施計画、こういうものをもろもろをいろんな観点から判断し

て、今回の地域活性化生活対策臨時交付金につきましても同じようなとらえ方で予算を組まさせ

ていただいたということでございます。 

○議長（三重野精二君）  生野征平君。 

○議員（２２番 生野 征平君）  わかりました。それでは、これで質問を終わりたいと思います。

前の８番の西郡先生が余り早く終わったんで、ちょっと調子が狂いましたが、これで終わります。

ありがとうございました。 

○議長（三重野精二君）  以上で、２２番、生野征平君の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（三重野精二君）  ここで暫時休憩をします。再開は１１時３０分とします。 

午前11時25分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時32分再開 

○議長（三重野精二君）  再開します。 

 ５番議員の質問に対して答弁者であります湯布院の職員が、調整をいたしましたが午前中に到

着することが無理でありますので、再開を１２時４５分に変更したいと思います。これで午前中

を終わりたいと思います。 
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午前11時33分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後０時45分再開 

○議長（三重野精二君）  再開します。 

 市長のほうから発言の申し入れがございましたから、これを許可します。市長。 

○市長（首藤 奉文君）  ２点ほどお願いを申し上げます。 

 １つは、一般質問の午前の継続について、うちの担当課長がそろわなかったということについ

ては、大変申しわけなかったと思っています。 

○議長（三重野精二君）  次に、５番、佐藤郁夫君の質問を許します。佐藤郁夫君。 

○議員（５番 佐藤 郁夫君）  お疲れでございます。少し午前中と違いまして傍聴者の皆さんも

帰られたところでございますし、非常に私とすれば、続けてやったほうがよかったかなと、そう

いう感想でございます。お疲れさまでございます。議長の許可を受けましたので、通告に基づき

まして一般質問をさせていただきます。 

 本文に入ります前に、３月３日は桃の節句、初節句を迎える女児、女の子を持つ親の皆様がま

な娘に望む理想像は、だれにでもきちんとあいさつができて、他人を思いやる心を持ち、公共の

場では礼儀やマナーを守れる人間に、そして願わくば浅田真央や宮崎あおいのような女性に育っ

てほしい。そういうことが新聞に掲載をされております。特に最近の若者の言葉の乱れもほんと

に気になるところでありますし、親御さんとすれは、きちんとあいさつのできる人間に育ってほ

しいと願っているともございました。我々大人といたしましても、将来、未来ある子どもたちの

ために温かく見守りながら、礼儀正しい教え合いができる社会環境づくりとまちづくりをしてい

かなければならないと感じているところでございます。 

 さて、由布市も合併して４年と半年となります。非常にあっという間という感じもいたします

が、融和・協働・発展理念の中で私なりに考えますと、融和・協働は少しずく芽生えてきている

ように感じておるところでございます。しかしながら、市役所では──職場では同じぐらいの

３町が合併をしたため、事務事業の進め方、実施の方法に統一された執行体制が確立されてない

と強く感じているところでございます。基礎や基準となるシステムの確立が今求められている、

こういうことを念頭に、大きく３点ほど質問をしていきたいと思いますので、明快な御答弁をお

願い申し上げておきたいと思います。 

 それでは、１点目の、政策・事業実施はどのようなシステムで行われているのか。先ほどから

市長も申されておりますけれども、市の財政を取り巻く状況は大変厳しさを増しているところで

あります。総合計画や行財政改革大綱に基づきまして事業の実施を進め、市民ニーズに対応して

いかなければなりません。しかしながら、合併して４年目となったわけでありますけれども、事
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業実施に向けた取り組みのプロセスが不足をしていると思うところであります。 

 例えば、各課横断しての関連事業、１つ申せば、議会本会議中継システムなどは、主管課はど

こでどのように検討や協議が行われ、実現につなげていくのか定まっていない。予算編成時に各

課の査定で協議されているのが実情では。したがって、事業の内容の十分な検討や議論がされず、

先送りとなっていると思うところであります。 

 今後、このような体制をどう見直し、具体的に政策・事務事業の実施をしていくのか、以下の

点についてお伺いをいたします。 

 １つ目は、庁内協議システムの構築を図っていくのか。 

 ２点目として、市長の方針をどのように実現するのか、その体制確立をしてほしい。 

 ３つ目として、議会で市長が答弁したことを末端の職員まで伝わるシステムはどうなのか。こ

れは随分その都度言ってますから、今回は具体的な回答が得られると思っています。期待をして

おりますので、お願いをいたします。 

 ２点目といたしまして、新生由布高校誕生に向け、市内の受験者は増加したのか。 

 今、高校受験シーズンの最中で、由布高校への受験者数が心配されるところであります。市の

教育委員会は、由布高校への進学者確保のため、奨学資金制度の拡充、連携型中高一環教育の保

護者等への啓発など、早急に取り組むとしています。 

 また、由布高等学校振興協議会も立ち上げまして、市民挙げての新生由布高校誕生に取り組ま

れているところでございます。その中で市内の受験者は増加したのか、そして保護者等へのＰＲ

は十分行われてきたのか。また来年は市内、特に庄内中学校の３年生が大幅に減少すると聞いて

いるところでございます。これらの対策について、以下についてお伺いをいたします。 

 １点目として、連携型中高一環教育の具体的カリキュラムの内容を教えてください。 

 ２点目として、高校出口対策をどのようにするのか、県教委と協議は進んでいるのか。 

 ３点目として、来年度市内の中学３年生が減少いたしますけれども、由布高校とすれば４学級

に向けてどのように対策をとっていくのか。 

 また４点目として、コミュニティバスなどの運行は。保護者への奨学資金のＰＲは十分行われ

ているのか。 

 ５点目として由布高校への市内受験者数はどうなのか教えていただきたいと思います。 

 続きまして、大きく３点目でございます。公契約条例制定の取り組みの進捗状況についてであ

ります。 

 未曾有の不況で多くの非正規労働者がその職場を追われ、大分県でも２,０００名から

３,０００名ほどまたその職場で失うであろう。その雇用の確保がやはり今大きな問題となって

いるところでございます。 
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 そういうことでこの同趣旨の質問を平成１８年３月、あるいは９月議会でいたしました。その

ときの回答では、「大分県や他市ではまだ検討もされていないので実現に向けて時間と調査研究

が必要である」とのことでありました。 

 しかし、公契約の契約制度のあり方について、必要な事項を定めることによりまして地域経済

の活性化、地域福祉の向上並びに雇用の確保を図ることができると思います。これまでの３年間

でどのように研究検討されてきたのかの、以下の４点についてお伺いをいたします。 

 １点目として、どのような課題、問題点があるのか。２点目として、現在までの調査研究でわ

かったことは何なのか。３点目として、担当課と関連課との協議は行われてきたのか。４点目と

して、今後はどのような方策で取り組んでいくのか。 

 以上、大きく３点について御質問をいたします。なお、答弁の内容によりますれば再質問をこ

の席でさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（三重野精二君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  それでは、５番、佐藤郁夫議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、庁内協議に関する御質問にお答えをいたします。協議のシステムの構築につきましてで

ございますが、現在各部長を構成員とする部長会議を中心にして、市役所における最高意思決定

機関と位置づけのもと毎月開催をしております。 

 さらに、部長会議を受けまして、各部局において課長会議を開催する中で全職員に周知徹底を

図っているところでございます。 

 また、年度当初において市長によります各課懸案事項ヒアリングを行うとともに、当初予算要

求や事業実施に当たりましては由布市総合計画及び行財政改革大綱を念頭に行ってまいりまして、

重要案件につきましてはその都度状況に応じて各部課長会議を随時開催しているところでござい

ます。 

 複数の部局に関連する重要な施策や事項につきましては、副市長をトップにして関係部課長に

おいて調査や協議を図っております。 

 議員お尋ねのシステムの構築につきましては、現在由布市庁議規則を定める準備をいたしてお

り、本市における重要施策に関する市長の意思決定に係る最高補佐機関並びに部局等の間におけ

る重要事項の審議、情報交換及び連絡調整の機関としての位置づけ及びシステムを構築してまい

りたいと考えております。 

 また、重要な施策、事務事業等で総合的な判断を要する重要な事項について調整または協議を

行う政策調整会議の設置等を想定をいたしているところでございます。 

 次に、市長の方針を実現するための体制の確立につきましては、現在さきに答弁いたしました

ように、部長会議及び課長会議を通じて周知を図るとともに実現に向けて対応しているところで
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ございます。 

 次に、議会で市長が答弁したことを末端職員まで伝わるシステムについてでございますが、こ

れまで議会終了後、答弁内容について確認を行うとともに、各部課ごとに整理して対応している

ところでございますが、まだまだ不十分な点が多々あろうかと思っております。 

 今後につきましては、先ほど述べましたように庁議規則をきっちりと定める中で、全庁、全職

員に速やかに周知徹底が図れるよう対応してまいりたいと考えております。 

 続きまして、公契約条例制定の取り組み状況についてお答えをいたします。課題、問題点につ

きましては、１点目といたしまして現行法と条例の関係でございます。 

 現在、市は委託先の事業者を競争入札で決めておりますが、制定しようとしている条例には違

反し現行の法律は遵守している事業者がいる場合に、制定しようとする条例の遵守をどのような

法的な構成を持って求めていくか判断に苦慮することが予想されます。 

 ２点目といたしまして、条例の遵守に伴う事務処理コストの増加でございます。制定しようと

する条例では賃金や労働条件等の規定がうたわれるようになると考えられますが、競争入札の対

象となる事業所に従事する方々の賃金単価や労働条件などを確認するなどの事務負担が増大する

ことは避けられないと考えております。 

 次に、現在までの調査研究でわかったことは、１点目といたしまして、労働提携型の委託契約

にも最低制限価格制度が適用されるように地方自治法施行令の改正がなされたことから、「導入

を実施している。または検討中」の自治体があるということであります。 

 ２点目といたしまして、賃金や労働条件の確保について工事請負や労働提供型の委託業務など

の契約を締結する際に、労働関係法令の遵守規定を契約書に盛り込んで指導している自治体があ

ることであります。 

 次に、担当課と関連課との協議についてでございますが、公契約条例の制定についての協議は

これまで行われておりません。今後は関係課で構成する研究チームを設け、公正労働基準が確保

される契約方法や社会貢献に取り組む事業者への優遇措置のあり方などを調査研究してまいりた

いと思っておりますが、現行法の中で対応できる事案については実施に向けた方策を検討してま

いりたいと考えております。 

 また、他県では、社会的価値部分を入札評価項目に盛り込み公契約条例を制定し、条例に社会

的価値部分を盛り込むことを既に実施している自治体もあることから、これらの取り組みについ

ても調査研究をしてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  教育長。 

○教育長（清永 直孝君）  ５番、佐藤郁夫議員の質問にお答えをいたします。 
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 まず第１点の「連携型中高一貫教育の具体的カリキュラムの内容を」ということでございます

が、由布高校の２１年度からの３つのコースのカリキュラムについてはもう県教委との協議の中

で決定をして、２１年度入学生から実施をしていくということです。特別進学コース、総合進学

コース、そして情報ビジネスコースの３つです。 

 観光コースについては、２１年度中に研究をしながらカリキュラムをつくるという段取りにな

っています。お尋ねの連携型中高一貫教育の具体的なカリキュラムについては、まだ示せる状態

ではありません。 

 由布市中高一貫教育推進協議会というのが大もとの会がありますが、そのもとに作業チームを

つくりまして、先進校に学びながら研究をもう既に実施を今しているところです。具体的には、

２１年度に県教委が一貫教育に係る研究組織を立ち上げますので、中高の相互乗り入れ授業、交

流行事、中学合同のテスト、中高連携した教育課程の編成や実質的な運用について実践研究を引

きついでいきます。 

 ２１年度から県教委から中学・高校へ教員の研究加配をいただき、市といたしましても中学校

へ教員の加配の行うことによって３中学に英語・数学の基礎学力向上、少人数指導を実施するよ

うに考えています。 

 次に、第２項目の「高校出口対策をどのようにするのか県教委と協議は進んでいるのか」でご

ざいますが、由布高校へ進学意向調査では３割の保護者が進学を希望し、希望するコースについ

ては難関大学を含む国公立大学を目指す特別進学コースと私立、短大、専門学校への進学を目指

す総合進学コース、あわせて６１.１％と進学を希望しており、幅広い学力層への対応や学習意

欲の向上と進路指導の充実を求められています。 

 このため、由布高校では２１年度に１学級増の１学年３学級１２０人にふやして特別進学コー

スを設置し、大学進学に向けた指導を一層充実することになっています。他のコース設定や高校

出口対策について、県教委と協議をさらに進めていきたいと思っているところです。 

 次に、第３項目の「来年度市内の３中学校が減少するが、４学級に向けての対策は」ですが、

来年度市内の中学３年生は１１名減少し３０７人となります。連携型中高一貫教育の導入に当た

っての生徒数を確保するために、英語・数学の教員の研究加配、中高の相互乗り入れ授業、中高

連携した指導のあり方、合同学力テスト等を実践研究して研究を進める中で、由布高校の魅力を

一層いろんな形で生徒に伝わるよう市として最大限努力していきたいと思います。 

 次に、第４項目目の「コミュニティバスなどの運行は、また保護者への奨学資金のＰＲは十分

行われているか」の質問ですが、コミュニティバスなどの運行については２１年度に６項目、

１つ目は現状の通学手段の調査、２つ目は保護者へのアンケート調査、これは由布高校在校１年

生及び中学の１、２、３年生の父母へのアンケートです。３番目としては登下校時間帯の調査、
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そして４番目に運賃の調査、そして５番目は停留所設置の調査、そして６番目は需要予測の調査

等を、スクールバス運行業務調査を実施します。そして、２２年度にスクールバスの試験運行、

２３年度にスクールバスの本格運行を実施したいと考えています。 

 また、保護者への奨学資金のＰＲについては市報の２月号に掲載し、３月号にも連載しＰＲを

行っております。 

 最後ですか、５項目の「由布高校への市内受験数」ですが、２月２６日に発表のありました第

１次入学者選抜最終志願状況は、由布高校は１１０人の募集に対１３４人が志願しました。市内

の志願者数は、推薦を含めると１０１人で当初の、皆さん各位に非常に御心配をおかけしました

由布市内からの３分の２の志願者８０名を超えて安堵しているところです。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  佐藤郁夫君。 

○議員（５番 佐藤 郁夫君）  ありがとうございます。それでは、順次、再質問をさせていただ

きます。 

 順序は逆にしていきたいと思ってます。まず、公契約条例の制定の取り組みの進捗状況から再

質問をさせていただきます。 

 確かに、この条例制定に向けましては、総合評価方式とか入札改革、非常にいろんな課題をク

リアをしていかなければなりませんことは私も承知をしております。 

 しかしながら、地域の実情にあわせた取り組みというのも必要ですし、具体的には賃金やら労

働条件を含めてその実情に合った条例制定というのもできるわけであります。特に雇用不安等ご

ざいますから、労働者がだれでも働きがいのある人間らしい仕事につくと、今言う権利はあるわ

けでございまして、雇用不安の今現実には格差社会と言われております。 

 そういう状況でありますから、やはり緊急事項と、こういうことはね、私はそう思っておりま

すので、先ほど答弁ではいろんな状況もあるけれども、いろんな検討方法があるという答弁でご

ざいました。その部分もわからないわけではありませんけれども、もうこの件につきましては、

先ほど述べましたように１８年３月、９月等々で質問もいたしましたし、確かに各課の課長それ

ぞれかわられましたけれども、状況とすれば申し送りはあってしかるべきだと、そういうふうに

は思ってます。そういう連携が気薄になってるということは答弁の中でも否めないと感じたとこ

ろでございます。 

 こういうことを、最後のシステムのところでそれぞれ皆さんとやはり確認をしながら、皆さん

と認識を同じくしなければいつまでたっても改善の兆しは見えないということがありますので、

その点だけは最後の１点目の質問でそれぞれ皆さんと一緒に議論をしていきたいと思ってます。 

 それで今回、公契約条例につきましては労働行政、労働問題というのが大きいわけでございま
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して、この件に関しまして、商工観光課長がそういう部局で携わっておりますから、この公契約

条例についての認識はどうであるのか最初に聞かせてください。 

○議長（三重野精二君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（服平 志朗君）  商工観光課長です。佐藤郁夫議員にお答えします。 

 この件につきましては、雇用や働く人を守る立場からすれば大事なことと認識しております。

しかし、まだ隔たりのある問題も多くあると思われますので、今後連携も含めて十分に勉強して

いきたいと思います。 

○議長（三重野精二君）  佐藤郁夫君。 

○議員（５番 佐藤 郁夫君）  今、課長が述べられたとおりなんです。いろんな趣旨の課題はあ

りますけれども、やはり担当課含めて皆さんできちっとした議論をすることが大事でありますか

ら、その点は関係課が今後とも連携を詰められて取り組みをお願いをしておきたいと思います。 

 次に１点だけ、今答弁の中で感じたことを確認をしておきたいと思ってます。 

 最後でたしかあったと思います。現行法の中で対応できる事柄について調査研究を行うという

ことでございますから、この点については具体的に担当課であります契約管理課長、内容を教え

てほしいと思います。 

○議長（三重野精二君）  契約管理課長。 

○契約管理課長（渡辺  定君）  契約管理課長でございます。議員の質問にお答えをいたします。 

 先ほど市長の答弁の中にもございましたように、委託契約についても最低制限価格制度が適用

されるように改正がなされたといった御答弁がございました。県下におきましても、実は既に

６市町村が調査や設計等の契約についてこの制度を使用しているところでございます。この契約

につきましては、最低制限価格を入れることによってダンピング防止ができると、なおかつ、そ

れに伴うところの施行についてのある程度の安定が図られるんじゃないかといったことがござい

ます。 

 したがいまして、現行法の中で、特に既に県下でも実施されているとこでございますので、内

容について早急に研究をいたしまして対応できるものであれば早急に対応したいというふうに思

ってございます。 

○議長（三重野精二君）  佐藤郁夫君。 

○議員（５番 佐藤 郁夫君）  ぜひとも、今の情勢が雇用情勢は悪化しておりますので、この点

も各市町村を含め県等含めて、やはり連携を図りながら、また各課と連携を図っていただいて、

早急な実施対応というのを進めていただきたいということを要望しておきたいと思います。 

 それでは、２点目の由布高校──新生由布高校に向けての市内の受験者数は増加したのかとい

うことについて再質問をさせていただきます。 
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 今、教育長の御答弁で市内の志願者数の状況、教員加配のことにつきまして、これまで市、教

育委員会、中学校または市民の方々と一緒に取り組んでいただきましたことにまずもって感謝を

申し上げておきたいと思っています。 

 今年は、幸いにも３分の２、８０名以上が、聞きますと１０１名ということで確保できたとい

うことでございますから、非常に一安心をしている状況でございます。 

 しかしながら、来年は全体の市内の３年生減って、逆に由布高校は１学級ふやさなきゃならな

い。そういう厳しい現実がありますから、今後とも一層学力向上を含めた取り組みをお願いをし

ておきたいと思いますし、私どもも一生懸命そういう環境づくりに努力もさせていただきたいと

思ってます。 

 それで再質問でございますが、まずこの１月に課長になられて、一生懸命中高一貫教育の推進

に当たられております工藤中高一貫推進課長にこれまで県教委と折衝する中で県教委とそういう

方たちとの熱意をどう感じられたのか、またこの取り組みをどう今後自分なりにやっていきたい

のか、感想なり見解なりをお願いをしておきたいと思います。 

○議長（三重野精二君）  中高一貫教育推進課長。 

○中高一貫教育推進課長（工藤 真一君）  中高一貫教育推進課長です。佐藤郁夫議員の御質問に

お答えいたします。 

 県教委が２１年度に由布市中高一貫教育に係る研究組織を立ち上げまして、中高の相互乗り入

れ授業や交流行事、そして中学、高校への教員の研究加配をしていただくよう２１年度実践研究

をするようになっておりますので、全面的に協力をしていただくような、４回ほど県の方に行き

ましたが、そういうことで折衝をしております。 

 要するに、由布高校が魅力のある高校になるよう頑張ってまいりたいと思います。 

○議長（三重野精二君）  佐藤郁夫君。 

○議員（５番 佐藤 郁夫君）  大変な時期です。本当に一刻の猶予もできないというような、毎

月毎月、私はやっぱり勝負だろうと思いますし、ことし入られた方が３年後には出ていくわけで

ありますから、大学、特別進学校等も設けていただきますのでね、ぜひともそういう学力向上も

含めた県教委との加配も受けて、実力をつけていくように取り組みをしていただきますようお願

いをしておきたいと思ってます。 

 それから次ですが、教育長にお尋ねをしたいと思います。 

 今、親御さんを含めて皆さんがやはり心配しているのは、この２点目の高校出口対策でありま

す。私もそういう方たちの皆さんから相談も受けました。入るには入ったんだけども、それは一

定程度のレベルがあるから、それに到達しなきゃなりませんけれども、やはり国立等に推薦枠等

を設けることをしてもらえないかと、大学進学する方は、特進課程におきましてはそういうお願
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いもされておりますし、私もその点は希望を持たせるためにも、今から県教委と一緒に強くそう

いう点は進めていっていただいて、推薦枠というのも１人以上はとっていただくようなことがで

きないかと。今からでありますけれども、この方針をきちっと県教委と話されて市教委としても

最善の努力をすると、そういうことのお考えがあるのかお聞かせを願いたいと思います。 

○議長（三重野精二君）  教育長。 

○教育長（清永 直孝君）  お答えします。 

 言われるとおり「出口がどうなのか」という不安は保護者の方、それから生徒も持つと思いま

す、正直なところ。このように素晴らしい高校にしますよと、出口はこうですよと、口約束だけ

ではどうにもならんと思います。実質的にやはり我が子を託して、その我が子の能力を最大限発

揮して、それぞれ目指す大学なりに本当に行けるのかという不安を持たれるのは当然だと思いま

すから、まず学校長、由布高校の学校長を中心にして「新しい高校を目指すんだ」という意気に

燃えた指導をしていただくということは基本だろうと思いますが、それに向けて３中学校でも、

または１６小学校でもそれぞれの学年に応じた学力をつける必要があろうかと思います。 

 今言われる推薦枠ですが、大学も少子化のあおりがあって危機感を持ってますし、やはり大学

は大学なりにいい生徒・学生を欲しいというのが当たり前のことです。ですから、あくまでも由

布高校３年間で本当の意味で力をつけるというのが大基本だと思いますから、側面から私どもは

その推薦枠１つでも獲得するような努力は関係大学なり県教委なんかとタイアップしながら努め

てまいりたいと思っています。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  佐藤郁夫君。 

○議員（５番 佐藤 郁夫君）  今からがね、１期生が大事であろうと思いますし、それに向けて、

予算を拝見させていただきますと市の加配教員の分をとられてると、計上されているということ

はね、私はその積極的なあらわれだろうと思いますし、市内の中学校の生徒の底上げになるとい

うことで、代々続いていくだろうと、そういう御期待も申し上げておきたいと思いますし、もう

常日ごろからそういう点で気を配りながらやはり取り組みをしてほしいと思います。 

 それから、出口対策で逆に今度就職したいという方もおるわけでありまして、御案内のように

旧碩南高校、今由布高校卒業生が１万３,０００人を超えております。そして、野津原をあわせ

ますれば６,０００人ぐらいでありましたけれども、現実に今３町になりまして、４,０００名以

上は地元で残ってまちづくりや地域づくり、いろんな職場にまた入られて由布市発展に努力され

ておりますから、この就職問題が１つの問題になろうと思ってます。 

 そこで、市長にお聞きをしたいと思います。 

 他市を私も調べてみました。津久見含めて、数ケ町村、制度と申しますか──がございます。
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と申しますのは、やはり学力の一定程度基準に達して、合格をしてその後の判断というか、やは

り市役所等に入る場合に地元枠と申すといろんな弊害もあるかと思いますけれども、私は由布市

発展、他の地域もございますから、いろんなことも考えられますけれども、やっぱり地域に残っ

て汗をかいてまちづくりやそういういろんなことに参画しようと、そういう人たちのためにも一

定程度の基準があれば地元枠として１人ぐらいは市役所の採用をしたいというような──する方

向の制度を設けてはどうかと思ってるんです。市長は、どうお考えでしょうか。 

○議長（三重野精二君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  その思いは佐藤議員と全く同じであります。 

 公平性とかそういういろんなこともございますので、そういうことも加味しながら、一定のレ

ベルを突破して第２次と来られた方について、いろんな由布市については詳しく情報を持たれて

いる方だと思います。そういうことも含めて、できるだけ由布市をわかってる方が採用できれば

いいなというふうに考えております。 

○議長（三重野精二君）  佐藤郁夫君。 

○議員（５番 佐藤 郁夫君）  ぜひとも、その点は今から入る、そらもう来年からでも結構なん

ですが、なかなかこの制度というのはね、やはり大変でしょうから、十分その辺は検討されまし

て、ぜひともことしから入る１期生なりとも対応ができるような仕組みもとっていただきたいと

思っております。 

 この点、新生由布高校につきましては再質問を終わります。 

 いよいよ、きょうの私の本願としてます１点目の政策、事務事業実施に向けたこのシステムの

構築ということで、先ほどの答弁では一歩踏み込んで答弁をいただきましたことは感謝いたしま

す。 

 特に庁議規則を準備してるということでありますから、もう本当市民から見れば４年たちまし

たからね、やはり何とか方式何とか方式じゃなくて由布市の方式だと、そういう見方をされるよ

うな仕組み、また事務事業の実施というのが喫緊の課題と、私もずっとこれまでいろんな形の中

で申し上げてきましたし、議会報告会も第２回目をいたしまして３会場でいろんな御意見もいた

だきました。その折にも、やっぱり末端の職員まで市長の答弁なり方針なりが行きわたってない

ということを随分聞きますから、まだ私の思ってるのはやはり市民と同じ部分もあると思ってま

すし、そういう状況をやはり何としてもかえていかなきゃならない。 

 市民サービス、やはりそういうニーズに対しましても努力をするべきだろうと思いますし、ま

してや職員がどんどん適正化のもとに減らされて、それなら職員の資質向上ということが求めら

れて研修等もございますし、職員も大変な状況であろうと思います。 

 しかしながら、そういうことはやはり二重三重にいろんなことを加味してきちっとした取り組
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み、基準がなければやはりなかなか行き着かないわけでありますから、そういう問題がこれまで

この４年間で議員から指摘を受けてると思ってますんで、その点も含めてね、今からちょっと過

去の事業も含めてお聞きをしていきたいと思ってます。 

 まず１点目は、市民の皆さんもこの前、議会報告会で意見がありました末端職員まで行くシス

テムをつくれということでありますから、私も１２月議会で御提案を申し上げました議会本会議

中継システム、この点につきましては、それは議会議員としても全員で議論をしてきちっとした

方向性も出さなきゃなりませんが、やはり市民の皆さん、また多くの皆さんがやっぱり要望して、

わかりづらいということでありますから１つの方策として私はいいだろうと思ってますので、こ

の点につきまして本予算御期待を申し上げておりました。 

 しかしながら、私のその見方が悪いんか、議会中継システムにつきましては調査費すら上がっ

ていないという現状でありますので、これまでの市長の答弁では１２月議会では「必要と感じて、

できるものから実施したい、検討したい」とありますんで、その検討経過をそれぞれの私なりに

考えましたが、議会事務局、総務課、総合政策課と関連があろうと思いますから、大変申しわけ

ありませんけれども、それぞれの局長、課長が今の現状経過を教えてほしいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（三重野精二君）  議会事務局長。 

○議会事務局長（野上 安一君）  私の方の議会事務局の方からまず答弁をさせていただきます。 

 議会中継システムそのものにつきましては議員さんから十分お聞きしておりますし、担当委員

会の方では先進地の視察も行い、必要性について議会の方では十分わかってますので、担当課と

しましてはさまざまな情報システムを市民に伝達する方法があろうかと思います。その辺は、情

報担当課であります総合政策課と協議をしながら、どのような方法がいいのか。議会中継そのも

のを単独で行うことは財政的にどうなのかということも含めて、情報担当課の総合政策課と協議

をして、必要となった段階では担当課の方と協議し予算要求が必要になってくるというふうに思

っておるところです。 

 ただ、中継システムそのものを単独で市民に情報伝達することについて、行政効率の面からに

ついて担当事務局としては調査研究を行っております。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  総務課長。 

○総務課長（工藤 浩二君）  総務課長です。お答えをいたします。今、局長からも説明があった

んですが、また現時点におきましてはそのとおりでありまして、総務課といたしましても職員の

傍聴、規則等をつくりまして傍聴をさせているところでございますが、一般市民向け含めて、職

員も議会の状況がテレビシステムで見れる状況、それがどういった状況までするべきかというこ
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とで最終的に詰めていきたいというふうに思ってますし、そういったことで研究をしていきたい

というふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  総合政策課長。 

○総合政策課長（島津 義信君）  総合政策課長でございます。情報通信を担当しております部署

といたしましては、この問題は１つ整理をさせていただきたいというふうに考えてるんですけど、

まず総合政策課としては地域全体の情報計画をどう構築していくかということが第一でございま

すので、当面の課題としてはブロードバンド環境をどう整えていくかというのが第一の課題だと

いうふうに思っております。 

 議会の中継システム等につきましては、行政情報の中の１つの分野というような位置づけを総

合政策課では行っております。 

 ですから、まず議会側の方でどういうシステムを採用したいというようなことを御検討いただ

く中で、私どもと議会の方と方策について検討させていただきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  佐藤郁夫君。 

○議員（５番 佐藤 郁夫君）  私は１２月議会でお願いしたのは、いろんな財政的にもいろんな

今言った市民向け、職員向け、いろんなことがありますから、まず本議会に来られてない職員の

皆さん含めて、やはり各庁舎に情報なりを流してね、うちの課長はどうしてるとか、うちの部長

はどういうことを答弁したとか、市長はどういうことをして自分たちにかかった事務事業を進め

ようとしてると、そういう姿をやはり見てまず職員の情報共有からが大事ではないかということ

をしましたのでね、それはまあ私の考えでありますけれども、議会としても今広報委員会で先進

地視察も行きましたし、必要性は皆さん感じていると思いますので、その点は私も皆さんと一緒

に議論を重ねて、そういう状況もつくり出していかなきゃならないと思いますけれども、予算を

上げないというのが今の状況の中でね、大方わかりましたけれども、やはり前向きな姿勢という

のはどっかでその部分で出さなきゃ我々としてもわからないわけでありますんで、その点は皆さ

んと協議して早目の予算措置というのが私は欲しかったと思ってますんで、この点は要望してお

きたいと思ってます。 

 続きまして、この件につきましても防災行政無線のことにつきましても１８年から１９年にか

けまして私質疑もしてますし、特に庄内、挾間地域におきましてはそういう地域もございますし、

いろんな災害時に大変な状況もありますから、「必要でないか」と言ったときに、市長は「必要

であるから、１８年予算つけて調査します」と、で、調べてみますと調査もしてます、確かにね。

ただ２０万円で、その後ナシのつぶてでございます。 
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 したがって、そういうところを含めた経過を総合政策課が手始めにしております。それから、

今、防災安全課が防災行政無線の担当課でありますから、経緯、経過を含めて教えてください。 

○議長（三重野精二君）  総合政策課長。 

○総合政策課長（島津 義信君）  総合政策課長です。お答えをいたします。 

 御質問の件につきましては、平成１９年の３月に財団法人ハイパーネットワーク社会研究所と

いうところに委託をして、暮らしに密着したＩＣＴや情報政策と行政情報化、また情報セキュリ

ティー等についての基礎調査を行ったところでございます。 

 その中で、防災無線の効果やこれからのデジタル化によるシステムの高度化、また防災アセス

メントの必要性などが報告をされております。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  防災安全課長。 

○防災安全課長（佐藤 和明君）  防災安全課長です。佐藤議員の質問にお答えします。 

 防災無線は１９年の湯布院の台風には大変役に立っております。そうした中で、調査をしてい

るところでございますが、平成２８年からこのシステムがデジタルにかわるということで、今の

湯布院地域の現在の機種の変更も踏まえて調査を検討をしてまいりたいと思います。 

 いずれにしましても、多額の費用がかかりますんで、関係各課とも十分協議して検討していき

たいと思います。 

○議長（三重野精二君）  佐藤郁夫君。 

○議員（５番 佐藤 郁夫君）  あのね、私は総合計画やらいろんな計画を含めて実施計画も見て

ますし、当然市長も必要な部分だと言ってます。三十億円も何十億円もかかるような事業は四、

五年でできるとは思ってません。 

 ただ、こういう状況が起こっているというのは、たびたび皆さんから言われてるように、きち

っとした検討経過また各課横断的な部分につきましてはそれぞれで重要性をかんがみて検討する

場がないわけで、今、毎日の事務事業に追われてるということは察しますが、だから私は当初申

し上げますように、きちっとしたシステムづくりをしながらそういう場を設けなければいつまで

たってもこれはできないわけでありますから、その点はね、前向きにやるという庁議規則つくっ

てやりたいと思ってるという答弁でございますから、それは期待しますが、こういうことを聞き

ながら副市長、どうお考えになりますか。 

○議長（三重野精二君）  副市長。 

○副市長（清水 嘉彦君）  政策の総合化という面では、本当にこの部局横断の会議をいかに持つ

か、そしてそこでいかに実質的な審議をするかというのを大変重要だと考えております。 

 現状では、問題が起こった都度、関係課を呼んでそこで協議をするという、大切ですがこうい
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った時間のかかる問題とか、いろんな問題を総合活用システムはつくっていきたいと。 

 これは、実は予算要求の中でも、前回お答えしましたが、私もなるべく予算の現場にはできる

限り出ました。この政策とこの政策は関連あるんじゃないのとかいう形での投げかけを各課とし

てるところですが、その全体を少し把握した上で年度当初に問題点を出して、総合的に検討して

いくべき項目を決めて、それをその庁議のシステムの中で解決していくという形を早急につくり

たいと考えております。 

○議長（三重野精二君）  佐藤郁夫君。 

○議員（５番 佐藤 郁夫君）  時間も、もう早くやめようと思いましたが、なかなかそういう状

態にはなりません。 

 ちょっと確認をしておきたいと思ってます。今まではね、各課連携がとれてないと言いました

が、少しずつ私なりに理解している部分ございます。特に、市長も施政方針、また昨年私の質疑

のときにも答えられましたが、花いっぱい推進運動ですね、これはやはり全庁に広げていくとい

うことでやると言ってますが、予算を見ますと環境のところで１団体に１００うん十万円の補助

金しか上がってないと。 

 だから、本当にこれから言えば市長の施政方針と、全体で取り組んでいって皆さんの心をやは

り優しい心を植えつけて明るいまちづくりをすると言いながら、予算は全体予算はつけてない。

これ私も１２月のとき申し上げたと思うんですね。今後、国交省に国道に花を植えるならばそう

いうことになって折衝もしなきゃならんし、まずもって４月からやらなきゃならんのになかなか

そういう状況になってないと聞きますと、せっかく振興局の皆さんが各振興局に寄って、こうい

う予算として人間もつけてきちっとした対応をすべきだ、市長の方針もあるということで、たし

か副市長に具申をしたと聞いてるんですが、副市長は市長にそういうことを申し上げてないのか、

ちょっと確認します。 

○議長（三重野精二君）  副市長。 

○副市長（清水 嘉彦君）  花いっぱいの関係について、会議を私一度持ちました。そして、それ

に参加しております。 

 予算の関係も、特に国土交通省に関連するアダプト制度とかいろんな制度がございますが、そ

れに関しては建設課の方で対応してほしいと。花をいろんな植えるということについては、一応

今、庄内振興局にそういった一番ノウハウがあるということも含めて３振興局で協議していこう

という話で現在途中まで進んでいると思っております。 

○議長（三重野精二君）  佐藤郁夫君。 

○議員（５番 佐藤 郁夫君）  これはね、予算を補正で上げて、一振興局ならできますが、全体

になればいろんな協議もあって三、四カ月かかるんですよ、現実はね。だから、そこ辺はわかっ
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ていないんだなと。 

 だから、市長の言う全域に広げてやりたいという意思と皆さん方の意思がやはりそぐってない

という面が、これはこのまま如実にこの点は出てると私は感じてるんですわ。 

 したがって、そういう点はきちっとね、今後精査されて、お互いにやはりいい芽は摘むんじゃ

なくて、いい芽はやはり伸ばしていくと、そういう姿勢を持ってほしいと思います。 

 最後にね、市長に聞きます。端的に答えてください。この庁議規則、いつから始めていつから

実施するんか、きちっと答えてください。 

○議長（三重野精二君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  ４月からの予定にしております。 

○議長（三重野精二君）  佐藤郁夫君。 

○議員（５番 佐藤 郁夫君）  ありがとうございます。この規則を定めたからいいというわけで

はございませんが、１つの足がかりだろう思ってますんで、この点も含めて皆さんと共有しなが

らやはりまちづくりを進めてほしいと思いますし、我々も一緒に由布市の未来ある子どもたちに

誇れる未来をつくっていきたい、そういう由布市をつくっていきたいと思ってますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

○議長（三重野精二君）  以上で、５番、佐藤郁夫君の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩します。 

 再開は１４時といたします。 

午後１時45分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時00分再開 

○議長（三重野精二君）  再開します。 

 議案の差しかえの申し出がありましたので、差しかえの説明について許可をします。財政課長。 

○財政課長（長谷川澄男君）  財政課長です。開会して最初の言葉がおわびで大変申しわけござい

ません。 

 実は、今から御提案をいたします一般会計補正予算の第６号ですね、この中で、ページ数で言

いますと４ページと５ページに明許繰越費の補正の追加と変更ということでございますが、実は

一昨日の第５号の補正予算の可決を受けまして、昨日、印刷それから作成等を行ってきたとこで

すが、他の議案はもう既にお渡ししているのに予算書だけがおくれてるということで、私どもも

早く議員の皆様方にお届けしようということで、質疑等の分も考慮しまして昨日お届けしたとこ

でございますが、そういうことでちょっとチェックが甘くなったのかもしれませんが、どこの部
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分が間違いだったとか申しますと、４ページ目の下から２番目の教育費、そこの項のところで地

域活性化対策臨時交付金の体育施設整備４,０００万円と入ってますが、そこの項が「教育総務

費」となっております。これが正しくは「保健体育費」でございます。 

 それから次の５ページの変更につきましては、一番上の総務費のところで事業名が「定額給付

金事業」となっておりますが、先般の第５号でお出ししたときには「定額給付金給付事業」とい

うことになっておりますので、今回そのように改めたところでございます。度重なる差しかえで

申しわけございません。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  お諮りします。本日、市長から議案６件が提出されております。ついて

は、この提出案件６件を日程に追加し、追加日程第１から第６として議題にいたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  異議なしと認めます。よって、議案６件は追加日程第１から第６として

議題とすることに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第１．議案第４１号 

追加日程第２．議案第４２号 

追加日程第３．議案第４３号 

追加日程第４．議案第４４号 

追加日程第５．議案第４５号 

追加日程第６．議案第４６号 

○議長（三重野精二君）  それでは、追加日程第１、議案第４１号から追加日程第６、議案第

４６号までの６件を一括して上程します。 

 提出者に提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長（首藤 奉文君）  それでは、ただいま上程されました追加議案につきまして一括して提案

理由の御説明を申し上げます。 

 今回、御審議をお願いいたします案件は、基金条例の制定４件、補正予算２件、あわせて６件

でございます。 

 それでは、提案理由を順次、御説明申し上げます。 

 議案第４１号から４５号までは、昨日成立いたしました国の第二次補正予算関連法案に伴うも

のでございます。 

 最初に、議案第４１号由布市消費者行政活性化基金条例の制定について御説明を申し上げます。 
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 国の地方消費者行政支援体制強化に伴い、由布市においても市民の安心・安全のためこの支援

策を積極的に活用すべく地域活性化政策対策臨時交付金を財源に由布市消費者行政活性化基金を

新設し、今後、消費者行政相談窓口を開設・運営するために必要な財源を確保するものでござい

ます。 

 次に、議案第４２号由布市子育て支援特別対策基金条例の制定について御説明申し上げます。 

 子どもたちが健全に成長できる地域社会づくりのために、地域活性化・生活対策臨時交付金を

財源に由布市子育て支援特別対策基金を新設し、子どもを安心して育てることができる環境整備

を行うために必要な財源を確保するものでございます。 

 次に、議案第４３号由布市障がい者福祉特別対策基金条例の制定について御説明を申し上げま

す。 

 障がい者などがかかわる福祉、介護分野の人材確保が困難な状況にあることを踏まえ、地域活

性化政策対策臨時交付金を財源に、由布市障がい者福祉特別対策基金を新設し、障がい者福祉事

業への支援等を行うために必要な財源を確保するものでございます。 

 次に、議案第４４号由布市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定について御説明を申し

上げます。 

 この基金は介護従事者の処遇改善を図り、それに伴う介護保険料の急激な上昇を抑制する目的

で、国から交付される介護従事者処遇改善特例交付金を財源に由布市介護従事者処遇改善臨時特

例基金を新設し、介護保険事業の安定化のために必要な財源を確保するものでございます。 

 次に、議案第４５号平成２０年度由布市一般会計補正予算（第６号）について御説明を申し上

げます。 

 今回の補正は歳入歳出それぞれ８億８,３４６万５,０００円を追加し、予算総額を１６１億

３,８０８万４,０００円にお願いするものでございます。 

 内訳といたしましては、国の第二次補正予算の執行に必要な関連法案成立に伴うものでさきに

可決いただきました定額給付金、子育て応援特別手当の給付金本体の予算及び地域活性化に資す

るインフラ整備を進めるための地域活性化政策対策臨時交付金関係でございます。 

 地域活性化・生活対策臨時交付金につきましては、消防、教育、道路、商工観光の事業への充

当及び先ほど御説明いたしました４つの基金への積み立てとなっております。なお、基金積み立

てを除く各事業は年度内での事業完了が困難なことから、繰越明許費につきましてもあわせてお

願いを申し上げます。 

 次に、議案第４６号平成２０年度由布市介護保険特別会計補正予算（第５号）について御説明

を申し上げます。 

 今回の補正は、歳入歳出予算それぞれ２,２６７万９,０００円を追加し、予算総額を３１億
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６０６万８,０００円にお願いするものでございます。 

 歳出といたしましては、由布市介護従事者処遇改善臨時特例基金の積み立てであり、歳入につ

きましてはその財源となる国庫補助金でございます。 

 以上で、私からの提案理由の説明を終わらせていただきます。詳細につきましては、担当部長

並びに課長から御説明申し上げますので、何とぞ慎重なる御審議の上、御賛同いただきますよう

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三重野精二君）  市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、ただいま上程されました各議案について詳細説明を求めます。まず追加日程第１、議案

第４１号由布市消費者行政活性化基金条例の制定について、詳細説明を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（服平 志朗君）  商工観光課長でございます。議案第４１号由布市消費者行政活

性化基金条例の制定について詳細説明を行います。 

 議案第４１号由布市消費者行政活性化基金条例の制定について、由布市消費者行政活性化基金

条例を次のように定める。平成２１年３月５日提出、由布市長。 

 提案理由として、地域活性化・生活対策事業として消費者行政に関し今後の活性化を図るため

に必要な財源を確保するためとしております。次のページをお開きください。 

 まずこの条例の目的、内容ですが、近年の消費者を巡るさまざまな問題に対処するために相談

の窓口を開設し、市民の安心と安全のための相談員を常駐させるものです。 

 第１条は、基金の設置を規定しております。第２条は、基金の積み立てを規定しており、３年

間分で４００万円を予定しています。主に相談員の人件費でございます。第３条から第５条に関

しては、管理運用の規定です。第６条は基金の処分の仕方について、第７条はこの条例事項にな

い場合の対処について規定しています。 

 なお、附則２にありますように基金運用の期間が３年間でありますので、この条例は３年間で

失効となります。 

 以上で、詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（三重野精二君）  次に、追加日程第２、議案第４２号由布市子育て支援特別対策基金条例

の制定について詳細説明を求めます。子育て支援課長。 

○子育て支援課長（宮﨑 直美君）  子育て支援課長です。議案第４２号由布市子育て支援特別対

策基金条例の制定について、詳細説明をいたします。 

 議案第４２号由布市子育て支援特別対策基金条例の制定について、由布市子育て支援特別対策

基金条例を次のように定める。平成２１年３月５日提出、由布市長。 

 提案理由、地域活性化・生活対策事業として、子育て支援特別対策に関し今後の安定的事業運

営を図るために必要な財源を確保するため。 
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 次のページをお開きください。 

 第１条には、設置ということで由布市における子育て支援特別対策を実施するためにこの基金

を設置いたしました。以下、第２条から積み立て、それから管理、第４条には運用利息の処理等

計上いたしております。 

 この基金は地域活性化・生活対策臨時交付金を財源とし、子どもたちを安心して育てることが

できる環境整備等に必要な財源を確保し、平成２１年度、２２年度で保育所待機児童の解消や保

育士等の資質向上のために運用するものであります。 

 附則といたしまして、施行期日、１、この条例は公布の日から施行する。失効といたしまして、

２、この条例は平成２３年３月３１日限りその効力を失うということになっております。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  次に、追加日程第３、議案第４３号由布市障がい者福祉特別対策基金条

例の制定について、詳細説明を求めます。福祉対策課長。 

○福祉対策課長（加藤 康男君）  福祉対策課長です。詳細説明を申し上げます。 

 議案第４３号由布市障がい者福祉特別対策基金条例の制定について、由布市障がい者福祉特別

対策基金条例を次のように定める。平成２１年３月５日提出、由布市長。 

 提案理由といたしまして、地域活性化・生活対策事業として、障がい者福祉特別対策に関し今

後の安定的事業運営を図るために必要な財源を確保するためでございます。 

 裏面をごらんください。この内容につきましては障がい者福祉施設の人材確保のためにこの交

付金を活用いたしまして、障がい者福祉事業者への支援等を行う財源として基金に積み立てし、

３年間で運用するものでございます。 

 附則といたしましては、１、この条例は公布の日から施行する。２、失効、この条例は平成

２４年３月３１日限りその効力を失うでございます。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  次に、追加日程第４、議案第４４号由布市介護従事者処遇改善臨時特例

基金条例の制定について、詳細説明を求めます。健康増進課長。 

○健康増進課長（秋吉 敏雄君）  では、議案第４４号を御説明申し上げます。 

 議案第４４号由布市介護従事者処遇改善臨時特別基金条例の制定について、由布市介護従事者

処遇改善臨時特別基金条例を次のように定める。平成２１年３月５日提出、由布市長。 

 提案理由としまして、介護従事者の処遇改善を行うことに関し、今後の安定的事業運営を図る

ために必要な財源を確保するためでございます。 

 裏面をお願いいたします。この条例の内容、基金条例の内容としましては介護報酬の改定に伴

います処遇改善特例交付金を財源にしまして基金を積み立てるものでございます。 
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 特に基金の処分の内容としまして、第６条に掲げております第１項の介護報酬改定に伴う保険

料の増加額を軽減するための財源に充てる場合と２項の広報啓発や電算処理システムの整備等に

充てる事務費的経費等を使途を明確に定めております。 

 附則としまして、施行期日、この条例は公布の日から施行する。失効、この条例は平成２４年

３月３１日に限り、その効力を失うとしております。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  次に、追加日程第５、議案第４５号平成２０年度由布市一般会計補正予

算（第６号）について、詳細説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（長谷川澄男君）  財政課長です。それでは、議案第４５号平成２０年度由布市一般会

計補正予算（第６号）につきまして、詳細説明をさせていただきます。 

 平成２０年度由布市一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算

の補正ということで、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８億８,３４６万

５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６１億３,８０８万４,０００円

と定める。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、第１表歳入歳出予算補正によるということで、次が繰越明許費の補正第２条、繰越明許費の

追加及び変更は第２表繰越明許費補正によるということで、平成２１年３月５日提出、由布市長。 

 ということで、早速、内容の説明に入らせていただきますが、今回まず歳出の方から御説明を

した方がわかりやすいのかなあと思っております。最初に８ページが歳出に当たりますので、

８ページの方をお開き願いたいと思います。 

 まず歳出の２款の総務費でございますが、１項の（発言する者あり）あ、９ページですね、失

礼しました。９ページでございます。１項の総務管理費、そこの１０目が諸費でございますが、

ここで１９節の負補交で５億６,８４８万円、これにつきましては説明欄に書いてございますが、

定額給付金ということでございます。 

 これまで何度も御説明しておりますが、１名につきまして１万２,０００円、それから６５歳

以上、それから１８歳以下は８,０００円加算ということで２万円ということでございます。基

準日につきましては、本年の２月１日となっております。 

 次の３款に移りまして民生費でございますが、１款の社会福祉費、３目の障がい者福祉費、こ

の中で２５節で積立金５００万円ということです。先ほど基金の設置の分の説明がありましたが、

これに関連しておりまして、この分につきましては障がい者福祉特別対策基金ということで

５００万円、２０年度におきましてはここに書いてありますように５００万円を積み立てを行い

ます。２１年から２３年までの３年間で、障がい福祉にかかわるいわゆる自立支援等の事業にこ
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の基金を取り崩して充当するということになっております。 

 それから２項の児童福祉費、１目の児童福祉総務費でございますが、１９節の負補交につきま

しては子育て応援手当の給付金ということで１,８３６万円、これも３歳以上、１８歳以下の子

が２名いて就学前３年間の子ということで、１名につき３万６,０００円でございます。基準日

は、定額給付金と同じく２月１日でございます。 

 それから、２５節の積立金につきましては先ほどの子育て支援特別対策基金、こちらの方に

２０年度は３,０００万円積み立てということでございます。２１、２２年度の２カ年間で子育

て支援対策事業に基金を取り崩し、財源として充当するということでございます。 

 次の１０ページに移りまして、７款の商工費、１項商工費の１目の商工総務費、２５節の積立

金で４００万円ということで消費者行政活性化基金、この分に４００万円を積み立てをするもの

でございます。 

 基金のときにも説明ありましたけど、これにつきましては平成２１年から２３年までの３カ年

年間に消費生活センター設置に伴いますところの相談員等の経費に充てるようにしております。 

 それから、２目の商工振興費につきましては１９節の負補交で１,１００万円ということでご

ざいます。地域経済活性化事業の補助金ということでなっておりますが、これにつきましては、

内訳を申しますと商工会の方に補助金として１,０００万円、それからあと、事務費ということ

で１００万円ということで１,１００万円となっております。 

 それから、３目の観光費で１９節の負補交でございますが、１００万円補助金ということで新

九州物語事業補助金ということで上がっております。 

 これにつきましては、最近観光客の落ち込みがちょっと激しいということがございますので、

別府、それから由布院の観光協会と、それからＪＴＢとがタイアップしまして主に福岡市、それ

から北九州の方からワンコインですね、５００円のバスを運行したり、テレビ等新聞などで広告

をしたりするというような事業でございまして、それに対する補助となっております。 

 それから、８款の土木費の２項の道路橋梁費、その中の２目の道路新設改良費でございますが、

これが１２節の役務費から２２節の補修・補てん及び賠償金までそれぞれ金額が上がってますが、

合計で３,０９０万円になります。これにつきましては、市道の各路線の道路改良の事業に充て

るというものでございます。委託料の測量設計とか工事請負費等につきましての明細は、先ほど

の差しかえの分と一緒に内訳が出ておりますので、ごらんいただきたいと思います。 

 それから、次の１１ページでございますが、９款の消防費、１項消防費で３目の消防施設費、

この分がまず１１節の需用費で３１５万円、印刷製本費ということで新規でございますが、これ

が防災の啓発用の冊子、これを全戸配付ということで印刷するようにしております。 

 それから、１２節の役務費の１２万８,０００円と、飛んで申しわけないんですが１８節の備
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品購入費、それから２７節の公債費、この３つの節につきましては高規格救急車購入ということ

で、これにかかわるものの経費でございます。 

 それから、１３節の委託料の中で設計管理が３５万円、それから予防統計システムの導入とい

うことで５５１万５,０００円新規となっております。この設計管理につきましても、先ほどの

明細に出てるかと思いますが、いわゆる挾間の消防本部がございますが、ここの訓練塔、この建

設にかかわる分の経費でございます。１５節も同じでございまして、工事請負費の５６５万円に

つきましては訓練塔の建設ということです。 

 それから、１０款に移りまして、教育費の１項の教育総務費、２目の事務局費でございますが、

委託料で３,５７０万円、その中の内訳としまして設計管理が２,８００万円、これは湯布院小学

校の改築ということでこれの実施設計の分でございます。 

 それから、電算運用業務の１７０万円、これにつきましては後ほど備品購入で出てきますけど、

教職員の方のパソコン、それからプリンターを購入しますが、それの設定料ということでこの分

が電算運用業務で１７０万円となっております。 

 それから、次の１２ページ目の廃棄物の処理業務で４００万円ということですが、これは挾間

の小学校、中学校、それから阿南小学校の３校の焼却炉の処分等にかかわる業務の費用でござい

ます。 

 それから、次の地質調査の２００万円、これにつきましては由布院小学校の先ほどの改築に伴

うところの地質調査を行うということで、この分が２００万円新規でございます。 

 それから、１５節の工事請負費の６００万円、これにつきましては湯布院中学校のバックネッ

トの改修、それから小学校、幼稚園の遊具等の改修ということで６００万円となっております。 

 それから、１８節の備品購入費につきましては機械器具購入ということで１,８３０万円、こ

れがパソコンとプリンター──パソコンで言いますと２１０台ぐらい、それからプリンター

１５台というふうに聞いておりますが、この分が新たに購入するということでございます。 

 それから、７項の保健体育費に行きまして、２目の体育施設費、この中で１３節の委託料でご

ざいますが、測量設計ということで３００万円なっております。これにつきましては、挾間の谷

グラウンド、それからバックネット、それから庄内公民館のグラウンドの整備、それから湯布院

の総合グラウンドのテニスコート、これらと人口芝の避雷所ですね──雷を避ける避雷所、これ

の新設をするということでこれに伴う測量費の合計額でございます。 

 １５節の工事請負費につきましては先ほどと同じなんですが、５,２４７万８,０００円の金額

となっておりますが、測量設計と同じでございまして、谷グラウンド等の、それから避雷所等の

工事にかかわる分の合計でございます。 

 それから、１８節の備品購入費で３５８万２,０００円、機械器具ということで増額となって
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おりますが、これは人口芝競技場の、そこで使用する集塵とか草刈り用のトラクターですね、こ

れを新しく購入したいということと、サッカーゴールのネット、それからテント等が主な購入の

内容となっております。 

 それから、最後の１３款の諸支出金の２項の基金費で１目の基金費でございますが、積立金が

４,１００万円ということで地域振興基金で増額となっております。これの分についても

４,１００万円、今回積み立てをいたしますが、現在その使途でございますが、基金の使途とし

ましてはまだはっきりはこうだというのは定めてませんが、１つは福祉センター建設の設計、そ

れからまあ、高齢者福祉施設等のような事業に充当したいというふうに考えております。これに

つきましては、２１年度の１年間だけの期限となっております。地域活性化につながる事業に充

当したいと考えているところでございます。 

 それから、今の歳出を受けまして８ページの歳入の方をお開きください。 

 財源としましては、１５款の国庫支出金、２項の国庫補助金で１目の総務費の国庫補助金、こ

れが８億４,３０９万６,０００円ということでございますが、定額給付金の交付金が５億

６,８４８万円、それから地域活性化・生活対策臨時交付金が２億７,４６１万６,０００円とい

うことでございます。 

 それから、２目の民生費の国庫補助金につきましては１,８３６万円ということで、子育て応

援の手当給付金の交付金でございます。 

 定額給付と子育ての応援手当の給付金につきましては、歳出と歳入同じく補助率１００％とい

うことでございますが、問題は地域活性化の生活対策臨時交付金この分で若干一般財源が伴って

おります。その分が２,２００万９,０００円ということで、この分を財政調整基金から繰り入れ

をしております。 

 ４ページ、差しかえをさせていただきました４ページと５ページの繰越明許費の補正について

御説明をいたします。 

 今回、追加いたしますのは、ここに書いてございます商工費から教育費までの、款で言います

と８款ございます。ここの金額につきましては、先ほど私が御説明しましたように、それぞれの

基金で積み立てをするという金額については２０年度で当然行いますので、それを除いた分の事

業費がここに掲載をしております。 

 款の中で、商工費が２つとか、教育費が４つとかいろいろ分かれておりますが、これにつきま

しては、この地域活性化・生活対策臨時交付金の、国の方に申請する事業区分がこのような形に

なっておりますから、それにあわせたような形とさせていただきました。 

 ５ページ目の繰越明許費の中で変更でございますが、先般、第５号の一般会計の補正でこの

２件について繰り越しのお願いをいたしました。今回、給付金本体でございますが、今の補正前
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の額はいわゆる事務費の分が２,４００万円と子育てで１１６万３,０００円となっております。 

 今回、この６号で給付金が定額給付で言えば５億６,８４８万円ということですので、補正後

が５億９,２４８万円、子育てにつきましては今回１,８３６万円補正をお願いしますので、累計

で１,９５２万３,０００円ということの変更でございます。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  次に、追加日程第６、議案第４６号平成２０年度由布市介護保険特別会

計補正予算（第５号）について詳細説明を求めます。健康増進課長。 

○健康増進課長（秋吉 敏雄君）  健康増進課長です。議案第４６号を御説明申し上げます。 

 平成２０年度由布市介護保険特別会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。歳入

歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,２６７万９,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１億６０６万８,０００円と定めるものでござ

います。 

 ２項としまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は第１表歳入歳出予算補正による。平成２１年３月５日提出、由布市長。 

 ５ページをお願いをいたします。事項別明細でございます。 

 歳入の３款２項４目の１節の介護従事者処遇改善臨時特例交付金でございまして、２,２６７万

９,０００円の補正額をお願いをしているところでございます。 

 次のページ、６ページをお願いいたします。この国庫補助金に基づきまして、歳出の方で４款

１項２目の２５節の積立金をそのままそっくり介護従事者処遇改善臨時特例基金としまして積み

立てをいたすものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  以上で、各議案の詳細説明が終わりました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 再開は１４時４５分とします。 

午後２時36分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時46分再開 

○議長（三重野精二君）  再開します。 

 これより、ただいまの追加議案について質疑を行います。発言につきましては、会議規則及び

申し合わせ事項を遵守の上、質疑、答弁とも簡潔にお願いします。なお、自己の所属する常任委

員会に関連する事項については所属委員会でお願いをします。 

 まず追加日程第１、議案第４１号由布市消費者行政活性化基金条例の制定についてを議題とし
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て質疑を行います。質疑はありませんか。８番、西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  お尋ねいたします。「この条例は公布の日から施行する」となっ

てます。その上に「基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める」という、別に定めるもの

があるのかどうか、公布の日からと言う以上は、当然あればここに提出してほしいというように

思います。 

 その２つ上の５条で「組み替え運用」という聞きなれない言葉が出てます。これについてどう

いうことなのか、直近でその例があれば教えていただきたいと思います。 

 それだけですね。 

○議長（三重野精二君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（服平 志朗君）  商工観光課長です。西郡議員の御質問にお答えします。 

 施行の日ということでございますので、これ３年間でございます。４月より２４年の３月

３１日までということでございます。 

 それから、もう１つの「組み替え運用」ということでございますが、一応基金からの一般財源

に繰り入れまして、それからそれを一般財源として基金を使うわけでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  聞いてることはね、市長が別に定めるという定めるものがあるん

ですかというお尋ねです。 

 それと２番目の方は、あなたが答えるというのがちょっと妥当じゃないように思うんですけど

も、会計管理者あるいはまた財政当局の方から答えるのが適切かと思うんですけども、一般財源

に入れてどうこうするちゅう問題じゃなくて、現金にして現金勘定で取り扱うということなんで

すけども、私全然このことはわからないんで、わかるように教えていただきたいということでお

願いします。 

○議長（三重野精二君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（服平 志朗君）  失礼いたしました。この「市長が別に定める」というのは現在

のところはございません。必要が応じた場合にということでございます。失礼いたしました。 

○議長（三重野精二君）  会計管理者。 

○会計管理者（米野 啓治君）  ８番議員にお答えいたします。 

 繰りかえ運用のことだと思いますが、例えば、一般会計で支払いが足りなくなった場合には、

基金からお借りして歳計現金に入れましてその現金を使うということでございます。 

○議長（三重野精二君）  西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  私が聞きたいのは、ここに書いてる「確実な繰り戻しの方法・期
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間及び利率を定めて」という部分が非常に不可解なんで、なぜそこまで書いてるのかなと。 

 直近の例でもありましたら、それを参考にして教えていただきたいんですが。 

○議長（三重野精二君）  会計管理者。 

○会計管理者（米野 啓治君）  昨年、一般会計が資金繰りができなくなりまして、一応財政調整

基金からお借りしました。４億８,０００万円だったと思いますが、そのときに一応利率を定め

て現行の普通預金の利率を定めまして、その利率を基金のほうに戻して、そしてお借りした基金

の金額を一般会計から返したという経緯がございます。 

○議長（三重野精二君）  ほかに。２番、髙橋義孝君。 

○議員（２番 髙橋 義孝君）  ２番、髙橋です。ちょっと補正と関連をしてるので、ちょっとご

っちゃになるかもしれませんけども、基本的なことをお伺いさしていただきたいと思います。 

 この基金条例を制定して、提案理由にあるように地域活性化、今後の活性化を図るためという

ことですので、補正と関連して質問さしていただきますけども、まず、窓口担当の人件費をこの

基金で確保したいということですけども、どのようなかたちで・どこに設置して・いつからそれ

を設置するように考えているのか。その効果をどのように見込んでおるのかを教えていただきた

いと思います。 

 それと、いろいろな施策が考えられたと思うんですけども、なぜ、その窓口が最優先だという

ふうに課内で協議をされたのか、その協議の経過をちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（三重野精二君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（服平 志朗君）  商工観光課長です。２番、髙橋議員さんの質問にお答えします。 

 まず、窓口の設置でございますが、先ほども申しましたように、様々な消費者問題のなかで、

国や県の指導により相談窓口を設置してください、という指導もございました。この交付金を利

用して窓口を設置するということでございます。 

 今も県の事業のなかで相談員が毎月由布市のなかの挾間、それから庄内・湯布院に月に１回ず

つ来ております。そのなかで今度常駐をしてくださいということで、私どものほうでこの相談員

を養成して、３年間でございますが、いろいろな消費者問題に対応するということで設置をした

わけでございます。 

 場所については、商工観光課が今、湯布院にございますので、商工観光課で窓口を設置しよう

ということで、今、準備をしております。 

 時期については、４月からの予定ですが、まだ、今のところ採用についても総務課とも打ち合

わせしながら、県の指導は４月５月で人を探して６月からの配置でよいということでございます

が、そういう６月からということも難しいなかで、できれば課のほうとしては、４月から入れて

いただくほうがそういう方も仕事がしやすくなるじゃないかということでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  ほかに質疑はありませんか。２番、髙橋義孝君。 

○議員（２番 髙橋 義孝君）  ちょっと、どのような効果があって、この窓口を選んだのかって

いう答弁がなかったんですけど。 

 今まで月１回来られてて足らなかった。もう頻繁に窓口相談業務があるので、これはやはり緊

急対策として、この臨時交付金を使ってやろうと。何かその辺のどんな協議を、どんなメニュー

を協議されたのか、ちょっとそこをお伺いしたいと。 

○議長（三重野精二君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（服平 志朗君）  実を申しますと、相談の窓口を設置して効果をどのくらいある

かということについては、今からのこともございますが、今までの例からいきますと、この由布

市のなかにおいて、実はまだ一度も相談がございません。 

 というなかで、しかし、なぜないかというと、やっぱり大分市に隣接しておりますので、主に

大分市に行く方も多いんじゃないかいうことでございますが、しかし、それでも市民の安心安全

のためには市のほうに窓口を設置することが重要じゃないかということから、今度の設置の予定

になっております。 

○議長（三重野精二君）  ２番、髙橋義孝君。 

○議員（２番 髙橋 義孝君）  もう要らないということが、今、はっきりしたんです。また、こ

れ、委員会できちっと審査してください。 

 私、ひとつ言いたいのが、これ、地域活性化の生活対策の臨時交付金なんです。せっかく

１２月の議会に、商工会長であります利光議員が大分県保証組合の保証料を、例えば、大分市で

あるとか、別府市・日田市っていうのは何％か全額みたりとかしてるんです。小っちゃい金額で

すけども、大きな融資を受けるときに、それが何％でもそれが積み重なって中小零細企業は大変

だという一般質問をしているのにもかかわらず、こういった臨時交付金がきたときは、これ、

５,０００万円ぐらい基金に積み立てて、そういった保証料に充てるとか、そういうフィードバ

ックがほしいんです。（「賛成」と呼ぶ者あり）何でそういうことができないのかなって思った

ので、ちょっと私も困惑しているんですけどね。 

 そういうことを、ぜひ委員会のなかで、私は審議をしていただきたいと思います。 

 以上。 

○議長（三重野精二君）  ほかに質疑はありませんか。田中真理子君。 

○議員（１６番 田中真理子君）  済いません。今、髙橋さんの言ったこと、もっともだと思いま

す。 

 私は、もうひとつ、消費生活グループとか消費者アドバイザーというのがあったと思うんです。
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私も何回か県にそういう講習会があるときに声がかかって、１、２回行ったんですけども、由布

市から、その団体からは誰も行っていないんです。行政から１人いつも来ていますが、その辺は

どうなっているんですか、今現在。 

○議長（三重野精二君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（服平 志朗君）  私どもも一応声をかけております。前のときはちょっと覚えて

いないんですが、団体で挾間と庄内と湯布院で女性団体連絡協議会というかたちで、そういう講

習会や研修会に行ったことがございますが、なかなか募集というか広報で流しても参加してくれ

る方が少ないので、広報不足かなということも感じております。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  田中真理子君。 

○議員（１６番 田中真理子君）  この消費者生活団体グループというのも、何か４０年ぐらい長

い歴史がありますので、やはり消すわけにはいかないと思いますので、これから、これを機会に

もっと充実させてほしいなと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（三重野精二君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで質疑を終わります。 

 次に、追加日程第２、議案第４２号由布市子育て支援特別対策支援基金条例の制定についてを

議題として、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  質疑なしと認めます。 

 次に、追加日程第３、議案第４３号由布市障がい者福祉特別対策基金条例の制定についてを議

題として、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで質疑を終わります。 

 次に、追加日程第４、議案第４４号由布市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定につい

てを議題として、質疑を行います。質疑はありませんか。１２番、藤柴厚才君。 

○議員（１２番 藤柴 厚才君）  課長にお聞きをいたします。 

 この介護従事者処遇改善特例基金でございますけれども、私の認識では、これは介護従事者が

非常に賃金が安いと。そしてまた、雇用がこうゆう景気が悪いなかで雇用対策という意味合いが

あって国のほうでこういう基金っちゅうか、交付がされておる。 

 私は、このように認識をいたしておるんですけれども、特に、この介護従事者っちゅうと幅が

かなり広いと思うんです。というのは、特別老人ホーム、あるいはまたグループホーム、それか
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ら居宅介護とか訪問介護等々あって、その従事者すべてに、これ、充当ができるのかどうか、お

聞きをしたいと思うんですけど。 

○議長（三重野精二君）  健康増進課長。 

○健康増進課長（秋吉 敏雄君）  健康増進課長です。お答えいたします。 

 今の御質問でございますが、この介護報酬の改定でございまして、介護保険を使っていろんな

施設を利用しますよね。その利用したなかの費用額、例えば、メニューがいろいろございますが、

そのメニューが改定をされていると。 

 ですから、今、雇用をされている人に対しての交付金じゃなくて、全体の介護を利用している

なかの１回の利用分の費用額が改定をされていると。例えば、普通の医療機関にかかって、病院

でかかってそういう薬剤とかいろんな部分がございますね。その部分の点数の改定で、全体を含

んだところの利用度の改定でございまして、各施設の人の雇用の交付金ではございません。 

○議長（三重野精二君）  藤柴厚才君。 

○議員（１２番 藤柴 厚才君）  ちょっと私、そこは認識がちょっとズレがあるんですけど、従

事者処遇改善ということですから、要するに働く人のことを指すんじゃないですかね、違うんで

すか。 

 その保険料で利用者のことをいうんですか、それとも介護従事者……。さっき言ったように、

私の認識ではそういう介護従事者──介護をする人──の賃金が安くて、こうだということで、

私はそういう認識だったのですけど。 

 そこら辺ちょっと、私が認識不足かしれませんけど、もうちょっと詳しく説明してください。 

○議長（三重野精二君）  健康増進課長。 

○健康増進課長（秋吉 敏雄君）  お答えいたします。介護従事者だけの人の報酬をアップするた

めの財源じゃなくて、施設を利用するときの全体の報酬。介護の人が１人ついたら、今、

１,０００円ならば１,０２０円とか。そして、入浴なら１００円ならば１２０円とか、その全体

ひとつの利用度。利用するときの全体のそれぞれの負担が少しずつ上がっていると。改定をして

いるという内容でございます。 

○議長（三重野精二君）  健康福祉事務所長。 

○健康福祉事務所長（立川 照夫君）  補足をさせていただきます。 

 条例の第１条にございますように、介護保険の適用の事業所で働く人たちの賃金を上げるため、

上げますと当然それぞれの保険者──お年寄りの皆さんが介護保険料が上がると。報酬が上げる

から介護保険料も上がるんだと。これを抑制するためにこの基金がきたというふうな考え方でよ

ろしいかと思います。 

○議員（１２番 藤柴 厚才君）  もう１回いいですか。 
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○議長（三重野精二君）  藤柴厚才君。 

○議員（１２番 藤柴 厚才君）  もう１回。それはちょっとわかりました。 

 後、さっきもう１点聞いたのは、すべてのそういう介護従事者、そういう介護保険を利用した

人に、要するにグループホームに従事しとる人とか、特養とかいろんな、とにかく介護に関する

ことに対しては、ほんならすべて手当がつくっちゅうことですね。手当っちゅうか、処遇が改善

されるっちゅうことですか。 

○議長（三重野精二君）  健康増進課長。 

○健康増進課長（秋吉 敏雄君）  お答えします。介護制度にのってる施設でございましたら、全

部適用になります。 

○議員（１２番 藤柴 厚才君）  はい。いいです。 

○議長（三重野精二君）  ほかに質疑はありませんか。２０番、吉村幸治君。 

○議員（２０番 吉村 幸治君）  今の質問に関連するんですけども、介護報酬が点数が上がるわ

けですよね。上げる理由というのは、そこに従事しておる人たちの給与を少しでもアップしてく

ださいということで、保険点数・介護点数が上がると思うんですよね。 

 だけど、その上がった部分が介護従事者に実際に還元されておるかということ。それをチェッ

クするのはどういうふうにチェックするんですか。点数は上がったのに従事者にはいかないと。

やっぱり設置者のみがもうかると。言葉は悪いけど。そういうことで藤柴議員も心配されたんじ

ゃないかと思うんです。 

 先のチェック機能のこと。前回のときにも、私、言いましたけどね。そういうのが市としてあ

るのかどうか。 

○議長（三重野精二君）  健康福祉事務所長。 

○健康福祉事務所長（立川 照夫君）  その辺のところは、県のほうともどういうチェックの仕方

があるのかを検討いたしまして、後日また御報告をいたしたいと思います。 

○議長（三重野精二君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで質疑を終わります。 

 次に、追加日程第５、議案第４５号平成２０年度由布市一般会計補正予算（第６号）について

を議題として、質疑を行います。質疑はありませんか。１番、小林華弥子君。 

○議員（１番 小林華弥子君）  補正予算について、ちょっと初歩的な、基本的な質問で悪いんで

すけれども、今回、この特に地域活性化生活対策臨時交付金で交付されたものをいろんな事業に

充てると。財政当局の説明ですと基本的にはもうこの時期なので、２１年度にやるものを前倒し

でこういうふうに組んでいるというのはわかるんですけれども、先ほど中身を、詳細説明を聞い
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ていますと、いろんな小学校の改築ですとか、教職員のパソコンを買うとか、あるいは商工費で

窓口を設置するとか、あるいはＪＴＢとタイアップして観光事業をやるとか、そういうこの事業

をどういうふうに選択したのか。何でこの２億７,０００万円分をこの事業にしたって、その事

業選択はどういうふうに考えて上げてきたんでしょうか。 

 各課それぞれ聞くつもりはないので、もうちょっと言いますと、２１年度の当初予算がもう組

まれているわけですよね。１４８億円。その当初予算を組むに当たって、各課からいろんな事業

が上がってきて、それを相当厳しい査定をしてここまでしたと思うんです。その後、この交付金

がついたからやるといって、当初予算で査定したことと、今回つけた事業というのをどういうふ

うに査定というか、決定したのか。そこら辺はもう部長か副市長レベルの査定だと思うんですけ

れど、どういうふうに考えられたんでしょうか。 

○議長（三重野精二君）  総務委員会の所管の部分でありますんで、これ、委員会のときに聞いて

欲しい。 

○議員（１番 小林華弥子君）  じゃ、ごめんなさい。いや、総務委員会といっても中身が商工費

とか教育費なんです。そういう部門で上がってきている事業選択ですので。 

 もっと言えば全体的なことにもかかわると思うんで、一応考え方を聞かせていただきたいと思

います。 

 特に具体的にと、先ほど２番議員が質問されましたけれども、全然ニーズのあるとは思えない

ようなところに事業がついたりしているわけです。だから、こういう意思決定をどういうふうに

してきたのかというところをお聞きしたいと思います。 

○議長（三重野精二君）  副市長。 

○副市長（清水 嘉彦君）  予算編成をするに当たりましては、当然のことながら、国の補正予算

の動向というのがかなりつくという状況でございましたので、第１次査定においては、各部局か

ら全体として当初想定している約２０億円多い予算が要求されてまいりました。それを査定する

なかで、当然のことながら、これは平成２０年度予算ですのでその次の年への繰り越し、いわゆ

る２２年への繰り越しというのはできないということで、来年度──２１年度に完成することが

確実な予算であること。それから、なるべく早期に執行することが確実な予算であること。 

 そういったかたちのなかで、一応各部局から要求があったもののなかから選んでいったという

かたちになっております。 

 それともう１つは、当然これ、交付金でございますので、国の要綱のなかにもどういったやつ

に使いなさいということが示されております。ある程度の額が示されておりますので、その枠の

なかから各部の要求を見ながら選んでいったという経過でございます。 

 以上でございます。 
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○議長（三重野精二君）  ほかに質疑はありませんか。７番、溝口泰章君。 

○議員（７番 溝口 泰章君）  ７番です。今の１番議員の質問にもちょっと関連するかと思うん

ですけれども、地域活性化そして生活対策臨時交付金ですから、細かく言えば、由布市の本当に

活性化を目指さなければいけない農業部門などが構想のなかに入ってもしかるべきだと思うんで

すけれども。ほかのところでも文教厚生に関係あるところも言いたいんですけれども、それは言

いませんけれども。なぜ、農業関連の活性化を図らなかったのか。アイデアは出なかったのか、

教えてください。 

○議長（三重野精二君）  産業建設部長。 

○産業建設部長（荻  孝良君）  産業建設部長です。お答え申し上げます。 

 農政部門の事業については、ほぼ２１年度の当初予算のなかで地域活性化をうたった、それぞ

れの中山間地とか生産拠点の強化に伴う予算化を２１年度予算でほぼしていただいておりますの

で、今回の補正で云々ということはございませんでした。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  ７番、溝口泰章君。 

○議員（７番 溝口 泰章君）  ということは、先般の補正、前の補正で不要だということで随分

と余ったということが、不要にしたっちゅうことが背景にあるわけですか。もう十分なのですか。 

○議長（三重野精二君）  産業建設部長。 

○産業建設部長（荻  孝良君）  先般の補正予算でも御説明申し上げましたように、それぞれ年

度当初、あるいは本年度もそうなんですが、昨年の１１月末ごろからそれぞれの地域に職員が出

向いて行って、それぞれの事業説明・要望等を説明申し上げてきました。 

 今年度補正でかなり減額をしたというものについては、昨年の段階ではどうしてもやりたいと

いうことで、応援をしていきましょうというかたちで予算化をしたものが、本年度のなかで全員

の同意がとれなかったとかいうようなかたちで、やむなく減額をしたものが多々ございます。 

 本年２１年度予算についても、今、申し上げましたように、昨年の暮れからずっと地域に出向

いて行って。それぞれの要望をくみ上げてきて積み上げたものを、２１年度予算でほぼ認めてい

ただきましたので。ですから、これの先ほど来の収支でいわれます、２０年度予算で補正を組ん

で緊急に農業対策をやらなければならないと、緊急を要するものがございませんので、今回の追

加補正のなかには入ってございません。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  溝口泰章君。 

○議員（７番 溝口 泰章君）  それこそ逆転の発想が、私は、ほしいと思います。 

 施策のなかに本来ならばこうやって補助金なんかでもっと農村を充実させよう、農民の生活を
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充実させようとして取り組んでいて、その年度内に施策が実現できなかったゆえに補正で減額に

なったということは、それは理屈からいえば、それだけのニーズがなかったといえるかもしれま

せんけども、逆転の発想の中身を言いますと、もっと啓蒙して当たり前だったんじゃないかとい

うふうに、先だってちょっと質疑のときに指摘したんですけれども、そういう呼びかけ・働きか

けがあってこそ「あ、そうか」と気がついてくれる農家の方々が出てくるんだと思うんです。そ

のエネルギーを本当に使っているのかどうかというのは、考えていただきたい。 

 そういうことがあってこそ、活性化っちゅうのが、初めて実現の端緒につけると思うんですけ

れども。 

 何度も言うようで失礼ですけれども、県の農業大学校では知事のもうかる農業の実現に向かっ

てどうすればいいかというときに、みんな職員で野に出ようよと。野に出て種をまこうとかいう

ふうな動きを見せているんで、我が由布市においてもそういうやり方で出ていって農民の実際の

ニーズを確認する動きがあってもいいんじゃないかなと思うんですけども、そういう考え方はご

ざいませんのですか。 

○議長（三重野精二君）  産業建設部長。 

○産業建設部長（荻  孝良君）  お言葉を返すようで大変申しわけありませんけど、２１年度予

算においても「性懲りもなくまたあんたとこは上げてくるんかえ」と。「減額をして、またあん

たとこ、本当にこれだけの予算要求をしてやれるんかえ」ということも確かに言われています。

それだけ農政課の担当職員は現地に出て皆さん方の意見を吸い上げると言うたらちょっとおかし

いかもわかりませんけど、お伺いしてニーズを掘り起こして現実はきてございます。 

 しかしながら、当然これは全額行政の費用でやれる事業ではございません。当然農家の方の懐

具合もでてきます。こういう、今までみたいにたらづみを土木作業に出て日雇いをしながら補う

というような、そういう困難な状況もありますし、こういう経済情勢でありますので、農協のほ

うもなかなか簡単に資金を出してくれないというような事業もございますので、そこのところは

御理解をお願い申し上げたいというふうに思います。 

○議長（三重野精二君）  １１番、二宮英俊君。 

○議員（１１番 二宮 英俊君）  商工振興費。農業でなくて、今度、商工振興費でお聞きしたい

んですが、先の説明では、この１,１００万円は商工会のほうに補助金をだすという説明を受け

たんですが、当初予算等で何かずっと削ってきているから、これいいチャンスだから元に戻そう

というかたちで補助金を上乗せしたんでしょうか。それとも、何かそういうふうな条件付で商工

会のほうに補助金としてだそうとしているんでしょうか。 

○議長（三重野精二君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（服平 志朗君）  商工観光課長です。これは先ほども説明のなかにございました
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ように、商工会に対して経済効果をお願いしたいということで、地域お買い物券の予定をしてお

るところでございます。 

 これについては、庄内と挾間が今まで取り組んでおりますので、これについて、今度、湯布院

地域も入れて、この事業を取り込んで地域お買い物券の事業をしたいということです。 

○議長（三重野精二君）  ほかに。２０番、吉村幸治君。 

○議員（２０番 吉村 幸治君）  ２０番です。けさの新聞報道で１３０万円の補償が発生したと

いう。この補正のなかでどこを見ればいいんでしょう。 

○議長（三重野精二君）  産業建設部長。 

○産業建設部長（荻  孝良君）  産業建設部長です。吉村議員の質問にお答え申し上げます。 

 これは、最終日に追加議案でお願い申し上げたいというふうに考えております。 

○議長（三重野精二君）  ほかに。１８番、久保博義君。 

○議員（１８番 久保 博義君）  定額給付金について質問させていただきたいと思います。 

 私が質問すると、ちょっと変なんですけれども、この事務費として、３月の３日に、事務費に

ついて採決はさせとんですね。今回、きょう、これ提案されまして、そして９日にまた採決する

やるわけですよね、この事業について。だけど、きょうの新聞を見ますと、配付が５月になっと

んです。そしたら、逆に私も議運委員長しとるんですが、大変言うのはおかしいんですけれども、

きょうの提案された分を最終日で十分間に合うんですよね。 

 ですから、何か、先ほど総務部長の答弁もありましたけれども、変な答弁ありましたけれども、

私としては、本当に議運っていうか議会をばかにされて、本当に怒っとるんです。何でこういう

かたちになったって教えていただきたいです。最終日でなぜわるかったんか。 

○議長（三重野精二君）  総務部長。 

○総務部長（大久保眞一君）  私の先ほどの答弁は、事務費については既に電算委託だとかいろん

なものがあるんで早くしてほしいということで、お願いをあのときに、８番議員さんの御質問に

対して、早く先議をしてほしいということをお願いしましたということを申し上げたわけです。 

○議長（三重野精二君）  久保博義君。 

○議員（１８番 久保 博義君）  事務費はそれ、わかりました。 

 それで前回、３日に採決したわけです。早くしようということで。そのための準備として早く

しなきゃならんからちいうことで、３日の日に採決したわけですよ。今、言われたような答弁で

したら、今の事業なんていうのはおくれてもいいわけですよね。当然、明許繰り越しやっておる

わけですから。そしたら、その議会運営会の説明のときに、この事業だけは最終日じゃなくて前

もって採決してくださいっていうこと言われておるわけでしょう。（「言ってない」と呼ぶ者あ

り）（「言うわけないよ」と呼ぶ者あり）言ったじゃないですか。（発言する者あり）そんなこ
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とないやないですか。法律違反までしてやったじゃないですか。（発言する者あり） 

○議長（三重野精二君）  私語は慎んでください。 

 ただいまの質問に対して答弁を。（発言する者あり）総務部長。 

○総務部長（大久保眞一君）  結局、国の本体の予算が決まれば、早急にそれを提案したいという

ことを申し上げました。 

○議長（三重野精二君）  久保博義君。 

○議員（１８番 久保 博義君）  何度も言うようですけれど、それじゃったら中間に、また９日

ですか、また採決しなくてはいけないのは。それ、しなくていいわけです。何も１８日の最終日

でいいわけです。 

 その辺は最終日になっていいわけですか。 

 今回、採決抜けてでいいわけですね。（発言する者あり） 

○議長（三重野精二君）  ちょっと、これについてもう少し、何か途切れ途切れで、もう私が聞い

とってもわかりませんので、もう少し的確に。５月がもう少し早くなるのかどうか。そこらの面

をはっきりしてください。副市長。 

○副市長（清水 嘉彦君）  事務費に関しましては、国の内示があったということで、３月の３日

の日に議決をいただいております。これにつきましては、現在、委託料というのを事務費のなか

でみていませんでしたので、委託料で電算の、まず、組みかえを今すぐやるようにしております。

その電算事務が終わって、至急印刷に入ると。それから市民の皆さんにお届けして、振込口座先

とかそういったことをいただくということになりますと、現在引き落とし等をやっている銀行口

座であれば確認作業が要りませんので、すぐこちらから御連絡して支給ができると。それでいき

ますと４月の中旬ぐらいには可能であるというふうに考えておりますが、先ほど言いましたよう

に、郵便局の口座に振り込んでくれと。そういう手続きになりますと、確認に２週間ぐらいかか

るということが、今、聞き取りではいわれております。そういうかたちになると最悪５月になる

ということで、新聞では５月というお答え方をしたところでございます。 

 いずれにしましても、電算の組みかえ等につきましては、早い段階からやらないと３月中には

できないということで、お願いした次第でございます。 

○議長（三重野精二君）  ちょっと休憩をします。 

午後３時25分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時30分再開 

○議長（三重野精二君）  再開いたします。 

 議長から議運の委員長にお願いをしますが、この言った、言わないというようなことで、審議
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が進まないようになります。 

 ここで、議長からの提案でありますが、直ちに議運を開いていただいて、以後のこの問題につ

いての進行をどうするかと。議運で決定をお願いしたいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

午後３時31分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時58分再開 

○議長（三重野精二君）  再開します。 

 ただいままでの案件について議会運営委員会を開催し、議会運営委員会において協議をされま

したが、本議案については、提案日、議決日について認識の違いがあったが、この支援事業を

１日も早く議決し、地域経済の振興を図ることが必要なため、予定通りの日程で行うことを決定

いたしました。 

 一般会計補正予算の質疑を続けます。ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで質疑を終わります。 

 次に、追加日程第６、議案第４６号平成２０年度由布市介護保険特別会計補正予算（第５号）

についてを議題として、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで質疑を終わります。 

 以上で、各議案の質疑が終わりました。 

 それでは、議案第４１号から議案第４６号までの計６件の案件については、会議規則第３７条

第１項の規定により、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託

します。 

 各委員会での慎重審議をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（三重野精二君）  以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 次回の本会議は、３月９日午前１０時から本日に引き続き一般質問を行い、終了後本日追加の

議案第４１号から議案第４６号までの６件の案件について、各委員長報告、討論、採決を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 慎重審議、御苦労でありました。 

午後４時02分散会 

────────────────────────────── 


